
 

 

議案６０－１ 

第６０号議案  

 

   久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の    

一部を改正する条例に係る意見の申出について  

 

上記の議案を提出する。  

平成３０年１１月３０日  

教育長   大  津   秀  明  

 

提案理由  

久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の一部を

改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求

められたものである。  



 

 

議案６０－２ 

   久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の    

一部を改正する条例に係る意見の申出について  

 

久留米市生涯学習センター条例及び 久留米市体育施設条例の 一部を

改正する条例について、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。 

 



 

 

議案６０－３ 

第    号議案  

 

   久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の    

   一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

平成３０年１２月３日  

久留米市長  大  久  保   勉  

 

提案理由  

 勤労青少年ホームの用途を生涯学習センター又は体育施設に変更する

ため、条例の一部を改正しようとするものである。  



 

 

議案６０－４ 

   久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の    

   一部を改正する条例  

 

 （久留米市生涯学習センター条例の一部改正）  

第１条  久留米市生涯学習センター条例（平成２６年久留米市条例第４

７号）の一部を次のように改正する。  

  目次中「第１６条」を「第２３条」に、「第１７条」を「第２４条」

に、「第１８条」を「第２５条」に改める。  

  第２条第１項の表久留米市生涯学習センターの項の次に次のように

加える。  

久 留 米 市 野 中 生 涯 学 習 セ ン タ

ー  

久留米市野中町１０７５番地２  

  第１８条を第２５条とする。  

  第１７条第１項の表久留米市田主丸生涯学習センターの項の前に次

のように加え、第３章中同条を第２４条とする。  

久 留 米 市 野 中 生 涯 学 習 セ ン タ

ー  

久留米市野中生涯学習センター

運営委員会  

  第２章中第１６条を第２３条とする。  

  第１５条中「第１３条」を「第２０条」に改め、同条を第２２条と

する。  

  第１４条を第２１条とする。  

  第１３条中「教育委員会」の次に「及び指定管理者」を加え、同条

第２号中「第８条各号」を「第１１条各号」に改め、同条を第２０条

とする。  

  第１２条中「使用者」を「第１０条第１項又は第２項の許可を受け

た者（以下「使用者」という。）」に改め、「あらかじめ」の次に「そ

の施設を管理する」を、「教育委員会」の次に「又は指定管理者」を

加え、同条を第１９条とし、同条の前に次の４条を加える。  

  （利用料金）  



 

 

議案６０－５ 

第１５条  第１０条第２項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料

金を前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由が

あると認めるときは、この限りでない。  

 ２  利用料金の額は、別表第４に定める額の範囲内において、あらか

じめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。  

  （利用料金の収入）  

第１６条  市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入と

して収受させる。  

  （利用料金の減免）  

第１７条  指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用

料金を減額し、又は免除することができる。  

  （利用料金の返還）  

第１８条  既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管

理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を

返還することができる。  

  第１１条を第１４条とし、第１０条を第１３条とする。  

  第９条第１項中「第７条第１項」を「第１０条第１項」に改め、「（以

下「使用者」という。）」を削り、同条第２項中「使用者が」を削り、

同条を第１２条とする。  

第８条中「教育委員会」の次に「及び指定管理者」を、「前条第１項」

の次に「又は第２項」を加え、同条を第１１条とする。  

第７条の見出し中「使用許可」を「許可」に改め、同条第１項中「（別

表第１から別表第３までに掲げる施設をいう。以下同じ。）」を削り、

同条第２項中「教育委員会」の次に「及び指定管理者」を加え、「前

項」を「第１項又は前項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加え、同条を第１０条とする。  

 ２  前項の規定にかかわらず、指定管理者が生涯学習センター等を管

理している場合は、生涯学習センター等の施設を使用しようとする

者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事
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項を変更しようとするときも、同様とする。  

  第６条中「久留米市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を

「教育委員会又は指定管理者」に、「対しては、」を「対し、その管理

を行う」に改め、同条を第９条とし、第２章中同条の前に次の３条を

加える。  

  （指定管理者による管理）  

第６条  久留米市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、久

留米市野中生涯学習センターの管理を地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体

であって教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせる。  

  （指定管理者が行う業務の範囲）  

第７条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

  (1) 第４条各号に規定する事業に関する業務  

  (2) 久留米市野中生涯学習センターの使用に係る料金（以下「利用

料金」という。）の収受等に関する業務  

  (3) 久留米市野中生涯学習センターの施設の維持管理に関する業

務  

  (4) その他教育委員会が定める業務  

（開館時間等）  

第８条  久留米市野中生涯学習センターの開館時間は、次のとおりと

する。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会

の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。  

(1) ９時から２１時まで。ただし、日曜日については、９時から

１７時までとする。  

(2) 宿泊については、１６時から翌日１０時まで。  

２  久留米市野中生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。

ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認

を得て、これを変更することができる。  
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(1) 第１月曜日及び第３月曜日  

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日  

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日  

  別表第１、別表第２及び別表第３中「第９条」を「第１２条」に改

め、別表第３の次に次の１表を加える。  

 別表第４（第１５条関係）  

久留米市野中生涯学習センター利用料金  

施設名  単位  利用料金  

軽運動室  １時間につき  ２００円  

料理講習室  １時間につき  １００円  

講習室  １時間につき  １００円  

会議室  １時間につき  １００円  

音楽室  １時間につき  １５０円  

和室  １時間につき  １５０円  

宿泊室  １人１泊（１６

時から翌日１０

時まで）につき  

１，０８０円  

多目的室  １時間につき  ２１０円  

多

目

的

ホ

ー

ル  

ホ ー ル と

し て 使 用

する場合  

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合  

１時間につき  １，６１０円  

入 場 料 を

徴 収 す る

場合  

１時間につき  ３，２４０円  

体 育 館 と

し て 使 用

する場合  

全面使用  ９時～１３時  １，２９０円  

１３時～１７時  １，２９０円  

１７時～２１時  １，２９０円  
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  半面使用  ９時～１３時  ６４０円  

１３時～１７時  ６４０円  

１７時～２１時  ６４０円  

冷暖房及び器具利用料金  市長が規則で定める額  

  備考  

   １  宿泊研修等の場合については、軽運動室及び料理講習室の利

用料金は無料とする。  

   ２  １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

   ３  上記の金額は、消費税等額を含む。  

 （久留米市体育施設条例の一部改正）  

第２条  久留米市体育施設条例（昭和４１年久留米市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。  

  第２条第１項の表久留米市田主丸ソフトボール場の項の次に次のよ

うに加える。  

久 留 米 市 田 主 丸 ア リ ー

ナ  

久留米市田主丸町常盤１１１１番地１  

  第１６条に次の１項を加える。  

 ４  久留米市田主丸アリーナの使用料の額は、別表第８に定める額と

する。  

  第２１条第１項中「第１１条」を「第１２条第１項」に改め、「「委

員会」と」の次に「、「利用料金」とあるのは「使用料」と」を加え

る。  

  別表第１に次のように加える。  

久留米市田主丸アリーナ  (1) ６月から９月までは、９時か

ら２２時まで  

(2) １０月から５月までは、９時

から２１時３０分まで  
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 (3) 前２号の規定にかかわらず、

日曜日については９時から１７

時まで  

  別表第２中  

 「  

久留米市野球場  

久留米市武道場  

久留米市弓道場  

(1) 火曜日（その日が国民の祝

日に当たる場合は、その翌日

とする。）  

(2) 年末年始（１２月２８日か

ら翌年１月４日までの日）  

久留米市田主丸ソフトボール

場  

(1) 年末年始（１２月２８日か

ら翌年１月４日までの日）  

(2) 照明設備については、５月

から１０月までの日曜日、月

曜日及び国民の祝日は使用し

ないものとする。  

」  

 を  

 「  

久留米市野球場  

久留米市武道場  

久留米市弓道場  

(1) 火曜日（その日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号。以下「法」

という。）に規定する休日に当

たる場合は、その翌日とする。

）  

(2) 年末年始（１２月２８日か

ら翌年１月４日までの日）  
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久留米市田主丸ソフトボール

場  

(1) 年末年始（１２月２８日か

ら翌年１月４日までの日）  

(2) 照明設備については、５月

から１０月までの日曜日、月

曜日及び法に規定する休日は

使用しないものとする。  

久留米市田主丸アリーナ  (1) 第３日曜日  

(2) 月曜日（第３日曜日の翌日

を除く。）  

(3) 法に規定する休日  

(4) 年末年始（１２月２８日か

ら１２月３１日までの日及び

１月２日から１月４日までの

日）  

」  

に改める。  

  別表第７の次に次の１表を加える。  

 別表第８（第１６条関係）  

   久留米市田主丸アリーナ使用料  

区分  ９時から１７時まで  １７時から２２時まで  

１

階  

第 １ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ２ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

第 ２ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ２ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

第 ３ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ４ １ ０

円  

第 ４ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ２ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  
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 第 ５ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ４ １ ０

円  

第 ６ 研 修

室  

１ 時 間 に つ き  ２ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

第 １ 軽 運

動室  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ４ １ ０

円  

２

階  

体育室  １ 時 間 に つ き  ５ １ ０

円  

１ 時 間 に つ き  １ ， ０

２０円  

ステージ  １ 時 間 に つ き  ５ １ ０

円  

１ 時 間 に つ き  １ ， ０

２０円  

３

階  

第 ２ 軽 運

動室  

１ 時 間 に つ き  ３ ０ ０

円  

１ 時 間 に つ き  ４ １ ０

円  

  備考  

   １  使用時間が１時間に満たないときは１時間とみなす。  

   ２  使用時間が１時間を超える場合において、使用時間に１時間

未満の端数がある場合の使用料の額は、その端数が３０分未満

のときは、上記１時間当たりの使用料の額に２分の１を乗じて

得た額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額）を加算して得た額とし、その端数が３０分以上１

時間未満の場合は、上記１時間当たりの使用料の額を加算して

得た額とする。  

   ３  使用時間には、準備、使用後の整理及び原状回復に要する時

間を含むものとする。  

   ４  冷暖房を使用する場合は、上記の使用料の額に、当該使用料

の額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額）を加算するものとする。  

   ５  体育室及びステージの使用に当たり、９時から１７時までの
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間において照明を使用した場合は、上記の使用料の額に５１０

円を加算するものとする。  

   ６  上記の金額は、消費税等額を含むものとする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （久留米市勤労青少年ホーム条例の廃止）  

２  久留米市勤労青少年ホーム条例（昭和５３年久留米市条例第２０号）

は、廃止する。  

 （経過措置）  

３  この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の久留米市勤労

青少年ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれ第１条の規定による改正後の 久留米市生涯学習センター条

例又は第２条の規定による改正後の 久留米市体育施設条例の 相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。  



現行 

久留米市生涯学習センター条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 管理及び運営（第６条－第１６条） 

第３章 運営委員会（第１７条） 

第４章 雑則（第１８条） 

附則 

第１章 総則 

（目的及び設置） 

第１条 市民が生涯にわたって学習する環境を整備し、生涯学習の振興及び普及を図

るため、久留米市生涯学習センター（以下「生涯学習センター」という。）を設置

する。 

（名称及び位置） 

第２条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

久留米市生涯学習センター 久留米市諏訪野町１８３０番地６ 

久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸町田主丸７７０番地１ 

久留米市北野生涯学習センター 久留米市北野町中２７３番地１ 

久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島町楢津１番地１ 

久留米市三潴生涯学習センター 久留米市三潴町玉満２９４９番地１ 

２ 前項に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を附帯施設として設置する。 

名称 位置 

金島ふれあい交流センター 久留米市北野町八重亀１３９番地 

弓削コスモス館 久留米市北野町高良１７０６番地１ 

大城ますかげセンター 久留米市北野町大城８３番地 

（職員） 

第３条 生涯学習センター及び附帯施設（以下「生涯学習センター等」という。）に

所長その他必要な職員を置くことができる。 

改正後（案） 

久留米市生涯学習センター条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 管理及び運営（第６条－第２３条） 

第３章 運営委員会（第２４条） 

第４章 雑則（第２５条） 

附則 

第１章 総則 

（目的及び設置） 

第１条 市民が生涯にわたって学習する環境を整備し、生涯学習の振興及び普及を図

るため、久留米市生涯学習センター（以下「生涯学習センター」という。）を設置

する。 

（名称及び位置） 

第２条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

久留米市生涯学習センター 久留米市諏訪野町１８３０番地６ 

久留米市野中生涯学習センター 久留米市野中町１０７５番地２ 

久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸町田主丸７７０番地１ 

久留米市北野生涯学習センター 久留米市北野町中２７３番地１ 

久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島町楢津１番地１ 

久留米市三潴生涯学習センター 久留米市三潴町玉満２９４９番地１ 

２ 前項に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を附帯施設として設置する。 

名称 位置 

金島ふれあい交流センター 久留米市北野町八重亀１３９番地 

弓削コスモス館 久留米市北野町高良１７０６番地１ 

大城ますかげセンター 久留米市北野町大城８３番地 

（職員） 

第３条 生涯学習センター及び附帯施設（以下「生涯学習センター等」という。）に

所長その他必要な職員を置くことができる。 

久留米市生涯学習センター条例 新旧対照表 
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（事業） 

第４条 生涯学習センター等は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行

う。 

(1) 生涯学習のための機会及び施設の提供に関すること。 

(2) 生涯学習のための情報の提供に関すること。 

(3) その他生涯学習の振興及び普及を図るために必要な事項に関すること。 

（他の条例との関係） 

第５条 生涯学習センターのうち、久留米市生涯学習センター、久留米市田主丸生涯

学習センター及び久留米市城島生涯学習センターの管理及び運営については、第２

章の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める規

定を適用する。 

(1) 久留米市生涯学習センター 久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進

センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例

（平成１２年久留米市条例第３５号。以下「久留米市生涯学習センター等複合施設

条例」という。）第６条、第９条から第１７条まで及び第２７条の規定 

(2) 久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸複合文化施設条例（平成１６

年久留米市条例第１０７号）第６条から第１６条までの規定 

(3) 久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島総合文化センター条例（平成１６

年久留米市条例第１０１号）第５条から第１７条までの規定 

第２章 管理及び運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業） 

第４条 生涯学習センター等は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行

う。 

(1) 生涯学習のための機会及び施設の提供に関すること。 

(2) 生涯学習のための情報の提供に関すること。 

(3) その他生涯学習の振興及び普及を図るために必要な事項に関すること。 

（他の条例との関係） 

第５条 生涯学習センターのうち、久留米市生涯学習センター、久留米市田主丸生涯

学習センター及び久留米市城島生涯学習センターの管理及び運営については、第２

章の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める規

定を適用する。 

(1) 久留米市生涯学習センター 久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進

センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例

（平成１２年久留米市条例第３５号。以下「久留米市生涯学習センター等複合施設

条例」という。）第６条、第９条から第１７条まで及び第２７条の規定 

(2) 久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸複合文化施設条例（平成１６

年久留米市条例第１０７号）第６条から第１６条までの規定 

(3) 久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島総合文化センター条例（平成１６

年久留米市条例第１０１号）第５条から第１７条までの規定 

第２章 管理及び運営 

（指定管理者による管理） 

第６条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久留米市野中生涯学

習センターの管理を地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理

者」という。)に行わせる。 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第４条に規定する事業に関する業務 

(2) 久留米市野中生涯学習センターの使用に係る料金（以下「利用料金」という。）

の収受等に関する業務 

(3) 久留米市野中生涯学習センターの施設の維持管理に関する業務 

(4) その他教育委員会が定める業務 
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（入館の制限） 

第６条 久留米市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当する者に対しては、生涯学習センター等への入館を禁じ、又は退館を命ず

ることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、

動物等を携行する者 

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者 

(4) 管理上必要な指示に従わない者 

（使用許可） 

第７条 生涯学習センター等の施設（別表第１から別表第３までに掲げる施設をいう。

以下同じ。）を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付すること

ができる。 

 

（許可の基準） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の許可を

しないことができる。 

（開館時間等） 

第８条 久留米市野中生涯学習センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、

指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを伸縮し、又

は変更することができる。 

(1) ９時から２１時まで。ただし、日曜日については、９時から１７時までとする。 

(2) 宿泊については、１６時から翌日１０時まで。 

２ 久留米市野中生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管

理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することがで

きる。 

(1) 第１月曜日及び第３月曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 

（入館の制限） 

第９条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、そ

の管理を行う生涯学習センター等への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、

動物等を携行する者 

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者 

(4) 管理上必要な指示に従わない者 

（許可） 

第１０条 生涯学習センター等の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を

受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が生涯学習センター等を管理している場合

は、生涯学習センター等の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受け

なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 教育委員会及び指定管理者は、第１項又は前項の許可をするに当たっては、管理

上必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第１１条 教育委員会及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前

条第１項又は第２項の許可をしないことができる。 
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(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。 

(4) その他生涯学習センター等の管理運営上支障があると認めるとき。 

 

（使用料） 

第９条 第７条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第１か

ら別表第３までに定める使用料を納付しなければならない。 

２ 使用者が冷暖房及び附属設備を使用するときは、市長が規則で定める使用料を納

付しなければならない。 

３ 前２項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると

認めるときは、後納することができる。 

（使用料の減免） 

第１０条 市長は、特に理由があると認めるときは、前条第１項及び第２項の使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。 

(4) その他生涯学習センター等の管理運営上支障があると認めるとき。 

 

（使用料） 

第１２条 第１０条第１項の許可を受けた者は、別表第１から別表第３までに定める

使用料を納付しなければならない。 

２ 冷暖房及び附属設備を使用するときは、市長が規則で定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

３ 前２項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると

認めるときは、後納することができる。 

（使用料の減免） 

第１３条 市長は、特に理由があると認めるときは、前条第１項及び第２項の使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金） 

第１５条 第１０条第２項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前払しなけ

ればならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

２ 利用料金の額は、別表第４に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認

を得て、指定管理者が定めるものとする。 

 （利用料金の収入） 

第１６条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

 （利用料金の減免） 

第１７条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

 （利用料金の返還） 

第１８条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらか

じめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。 
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（特別設備等の許可） 

第１２条 使用者は、施設を使用するに当たり、特別の設備を施し、又は造作を加え

ようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 

 

 

 

（許可の取消し等） 

第１３条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許

可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反し

たとき。 

(2) 第８条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第１４条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。 

（原状回復義務） 

第１５条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第１３条の規定による許可の取

消し等をされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償義務） 

第１６条 生涯学習センター等の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由に

より、生涯学習センター等の建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由が

あると認めるときは、この限りでない。 

 

第３章 運営委員会 

（運営委員会の設置） 

第１７条 生涯学習センターの円滑な運営を図るため、久留米市生涯学習センター等

複合施設条例第２６条に掲げる久留米市生涯学習センター運営委員会のほか、次の

表の左欄に掲げる生涯学習センターごとに、同表右欄に掲げる運営委員会を置く。 

生涯学習センター 運営委員会 

久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 

（特別設備等の許可） 

第１９条 第１０条第１項又は第２項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、施設を使用するに当たり、特別の設備を施し、又は造作を加えようとするとき

は、あらかじめその施設を管理する教育委員会又は指定管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

 

（許可の取消し等） 

第２０条 教育委員会及び指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することが

できる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反し

たとき。 

(2) 第１１条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第２１条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。 

（原状回復義務） 

第２２条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第２０条の規定による許可の取

消し等をされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償義務） 

第２３条 生涯学習センター等の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由に

より、生涯学習センター等の建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由が

あると認めるときは、この限りでない。 

 

第３章 運営委員会 

（運営委員会の設置） 

第２４条 生涯学習センターの円滑な運営を図るため、久留米市生涯学習センター等

複合施設条例第２６条に掲げる久留米市生涯学習センター運営委員会のほか、次の

表の左欄に掲げる生涯学習センターごとに、同表右欄に掲げる運営委員会を置く。 

生涯学習センター 運営委員会 

久留米市野中生涯学習センター 久留米市野中生涯学習センター運営委員会 
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久留米市北野生涯学習センター 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 

久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 

久留米市三潴生涯学習センター 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 

２ 前項の表の運営委員会の組織、運営及び所掌事務については、教育委員会が規則

で定める。 

 

 

第４章 雑則 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 久留米市農村環境改善センター条例（平成１６年久留米市条例第７６号） 

(2) 久留米市公民館条例（平成１６年久留米市条例第１０８号） 

(3) 久留米市北野コミュニティ施設条例（平成１６年久留米市条例第１０９号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行日前に、久留米市農村環境改善センター条例、久留米市公民館条

例、久留米市北野コミュニティ施設条例及び久留米市働く女性の家条例（平成１６

年久留米市条例第１１０号）の規定（久留米市働く女性の家条例については、久留

米市北野働く女性の家に係る部分に限る。）によりなされた処分、手続、その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 

久留米市北野生涯学習センター 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 

久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 

久留米市三潴生涯学習センター 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 

２ 前項の表の運営委員会の組織、運営及び所掌事務については、教育委員会が規則

で定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 久留米市農村環境改善センター条例（平成１６年久留米市条例第７６号） 

(2) 久留米市公民館条例（平成１６年久留米市条例第１０８号） 

(3) 久留米市北野コミュニティ施設条例（平成１６年久留米市条例第１０９号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行日前に、久留米市農村環境改善センター条例、久留米市公民館条

例、久留米市北野コミュニティ施設条例及び久留米市働く女性の家条例（平成１６

年久留米市条例第１１０号）の規定（久留米市働く女性の家条例については、久留

米市北野働く女性の家に係る部分に限る。）によりなされた処分、手続、その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前に、久留米市勤労青少年ホーム条例（昭和５３年久留米市条

例第２０号）の規定（久留米市勤労青少年ホームに係る部分に限る。）によりなさ

れた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 
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別表第１（第９条関係） 

久留米市北野生涯学習センター使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 

大ホール ホールとして使用する場合 客室 ２，０５０円 

舞台 １，０２０円 

全面 ３，０８０円 

体体育館として使用する場合 卓球 １面１００円 

バドミントン １面１００円 

全面 ５１０円 

１階和室 ２００円 

中会議室 １ ３００円 

２ ２００円 

全面 ４１０円 

２階和室 ３００円 

視聴覚室 ３００円 

２階小会議室 １００円 

別館軽運動室 ２００円 

別館和室 ２００円 

別館茶室 １００円 

別館講習室 第１ ２００円 

第２ ２００円 

全面 ３００円 

別館学童学習室 ２００円 

別館研修室 ２００円 

別館相談室 １００円 

別館託児室 ２００円 

別館調理実習室 ３００円 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に１００分の２００

を乗じて得た額とする。 

別表第１（第１２条関係） 

久留米市北野生涯学習センター使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 

大ホール ホールとして使用する場合 客室 ２，０５０円 

舞台 １，０２０円 

全面 ３，０８０円 

体体育館として使用する場合 卓球 １面１００円 

バドミントン １面１００円 

全面 ５１０円 

１階和室 ２００円 

中会議室 １ ３００円 

２ ２００円 

全面 ４１０円 

２階和室 ３００円 

視聴覚室 ３００円 

２階小会議室 １００円 

別館軽運動室 ２００円 

別館和室 ２００円 

別館茶室 １００円 

別館講習室 第１ ２００円 

第２ ２００円 

全面 ３００円 

別館学童学習室 ２００円 

別館研修室 ２００円 

別館相談室 １００円 

別館託児室 ２００円 

別館調理実習室 ３００円 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に１００分の２００

を乗じて得た額とする。 

議
案
６
０
－
資
料
7



３ １階和室を大ホールとして併用する場合（大ホールをホールとして使用する場合

に限る。）の１階和室の使用料は、無料とする。 

４ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第２（第９条関係） 

久留米市三潴生涯学習センター使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 

多目的集会室 １，０２０円 

第１研修室 ２００円 

第２研修室 ２００円 

郷土資料室 ２００円 

実習室 ２００円 

生活改善室 ２００円 

視聴覚室 ２００円 

和室 ２００円 

集会室 ４１０円 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に１００分の２００

を乗じて得た額とする。 

３ 使用料には、消費税等額を含む。 

別表第３（第９条関係） 

久留米市生涯学習センター附帯施設使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 備考 

金島ふれ

あい交流

センター 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  

２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

控室 １００円 交流ホールの舞台を併用

する場合は無料 

弓削コス

モス館 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  

３ １階和室を大ホールとして併用する場合（大ホールをホールとして使用する場合

に限る。）の１階和室の使用料は、無料とする。 

４ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第２（第１２条関係） 

久留米市三潴生涯学習センター使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 

多目的集会室 １，０２０円 

第１研修室 ２００円 

第２研修室 ２００円 

郷土資料室 ２００円 

実習室 ２００円 

生活改善室 ２００円 

視聴覚室 ２００円 

和室 ２００円 

集会室 ４１０円 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に１００分の２００

を乗じて得た額とする。 

３ 使用料には、消費税等額を含む。 

別表第３（第１２条関係） 

久留米市生涯学習センター附帯施設使用料 

施設名 使用料（１時間につき） 備考 

金島ふれ

あい交流

センター 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  

２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

控室 １００円 交流ホールの舞台を併

用する場合は無料 

弓削コス

モス館 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  
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２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

大城ます

かげセン

ター 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  

２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

控室 １００円 交流ホールの舞台を併用

する場合は無料 

 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

 

 

 

 

 

２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

大城ます

かげセン

ター 

交流ホ

ール 

全面 ３００円  

１／３面 １００円  

２／３面 ２００円  

舞台 １００円  

控室 １００円 交流ホールの舞台を併

用する場合は無料 

 

備考 

１ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

２ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第４（第１５条関係） 

久留米市野中生涯学習センター利用料金 

施設名 単位 利用料金 

軽運動室 １時間につき ２００円 

料理講習室 １時間につき １００円 

講習室 １時間につき １００円 

会議室 １時間につき １００円 

音楽室 １時間につき １５０円 

和室 １時間につき １５０円 

宿泊室 １人１泊（１６時から翌日

１０時まで）につき 

１，０８０円 

多目的室 １時間につき ２１０円 

多

目

的

ホ

ー

ル 

ホールと

して使用す

る場合 

入場料を徴収

しない場合 

１時間につき １，６１０円 

入場料を徴収

する場合 

１時間につき ３，２４０円 

体育館と

して使用す

全面使用 ９時～１３時 １，２９０円 

１３時～１７時 １，２９０円 
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る場合 １７時～２１時 １，２９０円 

半面使用 ９時～１３時 ６４０円 

１３時～１７時 ６４０円 

１７時～２１時 ６４０円 

冷暖房及び器具利用料金 市長が規則で定める額 

備考 

１ 宿泊研修等の場合については、軽運動室及び料理講習室の利用料金は無料とする。 

２ １時間未満の端数がある場合の当該端数は、１時間とみなす。 

３ 上記の金額は、消費税等額を含む。 
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久留米市体育施設条例（昭和４１年条例第１１号）新旧対照表

現行 改正後（案）

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

２ （略） ２ （略）

（使用料） （使用料）

第１６条 第１６条 

１～３項 略 １～３項 略

４ 久留米市田主丸アリーナの使用料の額は、別表第８に定める額とす

る。

（規定の準用） （規定の準用）

第２１条 第５条第１項ただし書、第７条から第１１条まで、第１９条

及び前条の規定は、委員会が指定管理施設以外の体育施設の管理を行

う場合について準用する。この場合において、第１９条第２項の規定

を除き「指定管理施設」とあるのは「指定管理施設以外の体育施設」

と、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

第２１条 第５条第１項ただし書、第７条から第１２条第１項まで、第

１９条及び前条の規定は、委員会が指定管理施設以外の体育施設の管

理を行う場合について準用する。この場合において、第１９条第２項

の規定を除き「指定管理施設」とあるのは「指定管理施設以外の体育

施設」と、「指定管理者」とあるのは「委員会」、「利用料金」とあ

るのは「使用料」と読み替えるものとする。
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別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

体育施設の開館時間 体育施設の開館時間 

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

体育施設の休館日 体育施設の休館日 

【別記3 参照】 【別記3 参照】 

別表第３～別表第７ 略 別表第３～別表第７ 略 

 別表第８（第１６条関係） 

   久留米市田主丸アリーナ使用料 
【別記4 参照】 
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【別記１】

現行

名称 位置

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸東部運動公園 略

久留米市田主丸ソフトボール場 久留米市田主丸町常盤１１１１番地１

久留米市田主丸武徳館～久留米市三潴ゲートボール場 略

改正後

名称 位置

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸東部運動公園 略

久留米市田主丸ソフトボール場 久留米市田主丸町常盤１１１１番地１

久留米市田主丸アリーナ 久留米市田主丸町常盤１１１１番地１

久留米市田主丸武徳館～久留米市三潴ゲートボール場 略

【別記２】

現行

体育施設の名称 開館時間

久留米市荘島体育館～久留米市三潴ゲートボール場 略
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改正後

体育施設の名称 開館時間

久留米市荘島体育館～久留米市三潴ゲートボール場 略

久留米市田主丸アリーナ (1) ６月から９月までは、９時から２２時まで

(2) １０月から５月までは、９時から２１時３０分まで

(3) 前２号の規定にかかわらず、日曜日については９時から１７時まで

【別記３】

現行

体育施設の名称 休館日

久留米市野球場

久留米市武道場

久留米市弓道場

(1) 火曜日（その日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日とする。）

(2) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）

久留米市田主丸ソフトボール場 (1) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）

(2) 照明設備については、５月から１０月までの日曜日、月曜日及び国民の

祝日は使用しないものとする。

改正後

体育施設の名称 休館日

議
案
６
０
－
資
料
1
4



久留米市野球場

久留米市武道場

久留米市弓道場

(1) 火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。

以下「法」という。）に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。）

(2) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）

久留米市田主丸ソフトボール場 (1) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）

(2) 照明設備については、５月から１０月までの日曜日、月曜日及び法に規

定する休日は使用しないものとする。

久留米市田主丸アリーナ (1) 第３日曜日

(2) 月曜日（第３日曜日の翌日を除く。）

(3) 法に規定する休日

(4) 年末年始（１２月２８日から１２月３１日までの日及び１月２日から１

月４日までの日） 

【別記４】

区分 ９時から１７時まで １７時から２２時まで

第１研修室 １時間につき ２００円 １時間につき ３００円

第２研修室 １時間につき ２００円 １時間につき ３００円

第３研修室 １時間につき ３００円 １時間につき ４１０円

第４研修室 １時間につき ２００円 １時間につき ３００円

第５研修室 １時間につき ３００円 １時間につき ４１０円

１階

第６研修室 １時間につき ２００円 １時間につき ３００円

議
案
６
０
－
資
料
1
5



第１軽運動室 １時間につき ３００円 １時間につき ４１０円

体育室 １時間につき ５１０円 １時間につき １，０２０円２階

ステージ １時間につき ５１０円 １時間につき １，０２０円

３階 第２軽運動室 １時間につき ３００円 １時間につき ４１０円

  備考

１ 使用時間が１時間に満たないときは１時間とみなす。

２ 使用時間が１時間を超える場合において、使用時間に１時間未満の端数がある場合の使用料の額は、その端数が３０分未満のときは、上記

１時間当たりの使用料の額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を加算して得た額

とし、その端数が３０分以上１時間未満の場合は、上記１時間当たりの使用料の額を加算して得た額とする。

３ 使用時間には、準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

４ 冷暖房を使用する場合は、上記の使用料の額に、当該使用料の額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）を加算するものとする。

５ 体育室及びステージの使用に当たり、９時から１７時までの間において照明を使用した場合は、上記の使用料の額に５１０円を加算するも

のとする。

６ 上記の金額は、消費税等額を含むものとする。
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久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体育施設条例の 
一部を改正する条例について 

 
 
１ 改正の趣旨 
  根拠法令の改正や近年の利用状況を踏まえ、勤労青少年ホームの用途を生涯学習セ

ンター及び体育施設に変更するため、久留米市生涯学習センター条例及び久留米市体

育施設条例の一部を改正するもの。 
  なお、久留米市勤労青少年ホーム条例は廃止する。 
 

〔現行〕                 〔改正案〕 
久留米市勤労青少年ホーム  久留米市野中生涯学習センター（生涯学習施設） 
久留米市田主丸勤労青少年ホーム  久留米市田主丸アリーナ（体育施設） 

 

２ 改正の概要 
（１）久留米市生涯学習センター条例 
  久留米市野中生涯学習センターに関する規定を追加する。 
  ○管理及び運営（第６条～第８条） 
   久留米市勤労青少年ホームの内容を基本的に継承する。 
  ○利用料金（第１５条～第１８条、別表第４） 
   久留米市勤労青少年ホームの「勤労青少年以外の者」の利用料金を継承する。 
  ○運営委員会（第２４条） 
   久留米市野中生涯学習センター運営委員会を置く。 
 
（２）久留米市体育施設条例 
  久留米市田主丸アリーナに関する規定を追加する。 
  ○開館時間及び休館日（別表第１及び別表第２） 
   久留米市田主丸勤労青少年ホームの内容を継承する。 
  ○使用料（別表第８） 
   久留米市田主丸勤労青少年ホームの「勤労青少年でない場合」の使用料を継承す

る。 

 

３ 施行日 
 平成３１年４月１日 

定 例 教 育 委 員 会 資 料  
平成３０年１１月３０日 
生涯学習推進課・体育スポーツ課  

議案６０－資料１７ 



○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  抜粋 

 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成 

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

議案６０－資料１８ 



第６１号議案  

 

   久留米市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見の申    

出について  

 

上記の議案を提出する。  

平成３０年１１月３０日  

教育長   大  津   秀  明  

 

提案理由  

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、市長から意見を求められたものである。  

議案６１－１ 



   久留米市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見の申  

出について  

 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり

市議会に提出することに同意する。  

 

 

議案６１－２ 



第    号議案  

 

   久留米市体育施設条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

平成３０年１２月３日  

久留米市長  大  久  保   勉  

 

提案理由  

 久留米市柳瀬サッカーコートを廃止し、及び久留米市野球場のスコア

ボードの使用料を改定するため、条例の一部を改正しようとするもので

ある。  

議案６１－３ 



   久留米市体育施設条例の一部を改正する条例  

 

 久留米市体育施設条例（昭和４１年久留米市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

 第２条第１項の表久留米市柳瀬サッカーコートの項を削る。  

 第３条第１項中第１６号を削り、第１７号を第１６号とし、第１８号

から第２８号までを１号ずつ繰り上げる。  

 第１２条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第

６号までを１号ずつ繰り上げる。  

               「久留米市柳瀬サッカーコート     

                久留米市北野ゲートボール場」    

久留米市北野ゲートボール場」に改める。  

               「久留米市田主丸体育館        

                久留米市柳瀬サッカーコート」    

久留米市田主丸体育館」に改める。  

 別表第５附属施設の部スコアボードの項中「６１０円」を「９９０円

」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、別表第５

の改正規定は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の別表第５の規定は、平成３１年４月１日以後に久留米市野

球場のス コア ボー ドを 使用しようとする者に係る使用料について適

用する。  

別表第１体育施設の名称の欄中  を「  

を「  別表第２体育施設の名称の欄中  

議案６１－４ 



久留米市体育施設条例（昭和４１年条例第１１号）新旧対照表

現行 改正後（案）

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

２ （略） ２ （略）

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３条 略 第３条 略

(1)～(14) （略）

(15) 久留米市田主丸体育館

(16) 久留米市柳瀬サッカーコート

(17) 久留米市北野グラウンド

(1)～(14) （略）  

(15) 久留米市田主丸体育館

(16) 久留米市北野グラウンド

(17)～(27) （略） 

(18)～(28) （略） 

（利用料金） （利用料金）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 略 ２ 略

(1) 久留米市山本運動広場 (1) 久留米市山本運動広場

(2) 久留米市柳瀬サッカーコート (2) 久留米市北野ゲートボール場

(3) 久留米市北野ゲートボール場 (3)～(6) （略） 

(4)～(6) （略） 
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３ （略） ３ （略）

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

体育施設の開館時間 体育施設の開館時間

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係）

体育施設の休館日 体育施設の休館日

【別記3 参照】 【別記3 参照】 

別表第５（第１２条関係）

久留米市野球場利用料金

別表第５（第１２条関係）

久留米市野球場利用料金

【別記4 参照】 【別記4 参照】 
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【別記1】 

現行

名称 位置

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸多目的グラウンド 略

久留米市田主丸体育館 久留米市田主丸町船越１９３番地２

久留米市柳瀬サッカーコート 久留米市田主丸町八幡３２９番地１

久留米市北野グラウンド 久留米市北野町今山７４番地

久留米市北野テニスコート～久留米市三潴ゲートボール場 略

改正後

名称 位置

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸多目的グラウンド 略

久留米市田主丸体育館 久留米市田主丸町船越１９３番地２

久留米市北野グラウンド 久留米市北野町今山７４番地

久留米市北野テニスコート～久留米市三潴ゲートボール場 略
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【別記2】 

現行

体育施設の名称 開館時間

久留米市柳瀬サッカーコート

久留米市北野ゲートボール場

久留米市北野筑後川グラウンド

久留米市城島ゲートボール場

久留米市三潴ゲートボール場

１１月から２月までは、７時から１７時まで

３月から１０月までは、６時から１９時まで

改正後

体育施設の名称 開館時間

久留米市北野ゲートボール場

久留米市北野筑後川グラウンド

久留米市城島ゲートボール場

久留米市三潴ゲートボール場

１１月から２月までは、７時から１７時まで

３月から１０月までは、６時から１９時まで
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【別記3】 

現行

体育施設の名称 休館日

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸多目的グラウンド

久留米市田主丸体育館

久留米市柳瀬サッカーコート

久留米市北野グラウンド

久留米市北野テニスコート～久留米市三潴ゲートボール場

年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）

改正後

体育施設の名称 休館日

久留米市荘島体育館～久留米市田主丸多目的グラウンド

久留米市田主丸体育館

久留米市北野グラウンド

久留米市北野テニスコート～久留米市三潴ゲートボール場

年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日）
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【別記4】 

現行

使用時間

区分

９時から１２時まで １２時から１５時まで １５時から１８時まで １８時から２１時まで

児童・生徒の場合 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円

一般の場合 ２，５７０円 ２，５７０円 ２，５７０円 ２，５７０円

入場料を徴収しな

い場合

職業野球の場合 １時間につき １０，２８０円（以後１時間を単位として同額を加算）

児童・生徒の場合 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分

一般の場合 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分

入場料を徴収する

場合

職業野球の場合 最高入場料の２００人分に１０８，０００円を加算した額

会議室 １時間につき ４１０円

（以後１時間を単位として同額を加算）

放送設備 １日 １回につき １，０２０円

スコアボード ３０分につき ６１０円

（以後３０分を単位として同額を加算）

照明設備 ３０分につき ３，２４０円

（以後３０分を単位として同額を加算）

冷暖房設備 １時間につき １室 １００円

（以後１時間を単位として同額を加算）

附属施設

温水シャワー設備 ５分につき １機 １００円
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改正後

使用時間

区分

９時から１２時まで １２時から１５時まで １５時から１８時まで １８時から２１時まで

児童・生徒の場合 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円

一般の場合 ２，５７０円 ２，５７０円 ２，５７０円 ２，５７０円

入場料を徴収しな

い場合

職業野球の場合 １時間につき １０，２８０円（以後１時間を単位として同額を加算）

児童・生徒の場合 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分 最高入場料の２５人分

一般の場合 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分 最高入場料の５０人分

入場料を徴収する

場合

職業野球の場合 最高入場料の２００人分に１０８，０００円を加算した額

会議室 １時間につき ４１０円

（以後１時間を単位として同額を加算）

放送設備 １日 １回につき １，０２０円

スコアボード ３０分につき ９９０円

（以後３０分を単位として同額を加算）

照明設備 ３０分につき ３，２４０円

（以後３０分を単位として同額を加算）

冷暖房設備 １時間につき １室 １００円

（以後１時間を単位として同額を加算）

附属施設

温水シャワー設備 ５分につき １機 １００円
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久留米市体育施設条例の一部を改正する条例について 
 
１ 改正の趣旨 
  過去の利用状況及び今後の利用見込み等を踏まえ、「久留米市柳瀬サッカーコート」

の用途を廃止し、及び久留米市野球場のスコアボード等を改修することに伴い、使用

料の見直しを行うため、久留米市体育施設条例の一部を改正するもの。 
 
 
２ 改正の概要 
 (1) 久留米市柳瀬サッカーコートの廃止 
   平成２９年７月の豪雨により大量の土砂が流入し、復旧の目途が立っていなかっ

た当該施設について、地元、利用団体、指定管理者等と過去の利用状況及び今後の

利用見込み等を踏まえた協議を重ねた結果、当該施設を廃止する。 
 
 (2) 久留米市野球場スコアボード使用料の改正 
   スコアボードの改修により、ＬＥＤ表示面の面積が拡大すると共に、ひとつのス

クリーン型となることにより自由なレイアウトが可能となる等、施設の機能向上・

サービス向上が図られるため、受益者負担の観点から当該施設の使用料の見直しを

行う。 
区分 使用料（３０分につき） 

現状 ６１０円 

改修後 ９９０円 

 
 
３ 施行日 
 (1) 久留米市柳瀬サッカーコートの廃止 

平成３１年１月１日 
 (2) 久留米市野球場スコアボード使用料の改正 

平成３１年４月１日 
 

定 例 教 育 委 員 会 資 料  
平成３０年１１月３０日 
市民文化部体育スポーツ 

議案６１－資料８ 



○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  抜粋 

 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成 

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

議案６１－資料９ 



第６２号 議案  

 

久 留 米 市 教 育 集 会 所 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に 係 る 意 見 の 申 出 に

つ い て  

 

 上記の議案 を 提 出 す る 。  

  平成３０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日  

    教育 長  大  津   秀  明    

   

提案理由  

 久 留 米 市 教 育 集 会 所 の 管 理 を 行 わ せ る 指 定 管 理 者 を 指 定 す る こ と

について、地 方 教 育 行 政 の 組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６ ２号 ）第 ２ ９ 条 の 規定に基づき、市長から意見を求められた

ものであ る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案６２－１ 



久 留 米 市 教育 集 会 所の指定管理者の指定に係る意見の申  

出 に つ い て  

 

久 留 米 市 教 育 集 会 所 の 管 理 を 行 わ せ る 指 定 管 理 者 を 指 定 す る こ

とにつ い て、 別 紙 の と お り市議会に提出することに同意する。  

 

 

議案６２－２ 



第     号 議 案  

 

久 留 米 市 教育 集 会 所 の指定管理者の指定について  

 

 上記の 議案 を 提 出 す る 。  

  平成 ３０ 年 １ ２ 月３ 日  

    久留 米 市 長  大  久  保   勉    

   

提案理由  

 久 留 米 市 教 育 集 会 所 の 管 理 を 行 わ せ る 指 定 管 理 者 を 指 定 す る こ と

について、地 方 自 治 法（昭 和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規 定に よ り 市 議 会 の 議決を求めるものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案６２－３ 



久留 米 市 教育 集 会 所 の指定管理者の指定について  

 

 久 留 米 市 教 育 集 会 所 の 管 理 を 行 わ せ る 指 定 管 理 者 を 次 の と お り 指

定する。  

１  指定 管理 者 に 管 理 を 行 わせる公の施設  

(1) 久 留 米 市 国 分 教 育 集会所  

 (2) 久 留 米 市 草 野 教 育 集会所  

 (3) 久 留 米 市 梅 満 教 育 集会所  

 (4) 久 留 米 市 善 導 寺 教 育集会所  

 (5) 久 留 米 市 西 町 教 育 集会所  

 (6) 久 留 米 市 水 分 教 育 集会所  

(7) 久 留 米 市 牧 教 育 集 会所  

(8) 久 留 米 市 北 野 教 育 集会所  

２  指定 管理 者 に 指 定 す る 者  

   久 留米 市 草 野 町 吉 木 １２３１番地２  

久 留 米 市 教育 集 会 所運営委員会連絡協議会  

３  指定 する 期 間  

   平成３ １ 年 ４ 月 １ 日 から平成３６年３月３１日まで  

 

議案６２－４ 



 

議案６２－資料１ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  抜粋 

 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成 

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

 

○地方自治法  抜粋 

 

（昭和二十二年四月十七日） 

（法律第六十七号） 

 

(公の施設の設置、管理及び廃止) 

第二百四十四条の二  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



議案６３－１ 

第６３号議案  

 

交 通 事 故 に よ る 損 害 賠 償 の 専 決 処 分 に 関 す る 議 案 に 係 る

意見の申出に つ い て  

 

上記の議案を提出する。  

平成 ３ ０年１ １ 月３ ０ 日  

教 育 長  大  津   秀  明  

 

提案理由  

 交通事故による損害賠償の専決処分について 、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

により、市長から意見を求められたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案６３－２ 

交通事故による損害賠償の専決処分に関する議案に係る意  

見の申出について  

 

 交通事故による損害賠償の専決処分について 、別紙のとおり市議会

に提出することに同意する。  

 

 



 

議案６３－３ 

第   号議案  

 

交通事故による損害賠償の専決処分について  

 

上記の議案を提出する。  

平成３０年１２月３日  

久留米市長  大  久  保   勉  

 

提案理由  

 公務遂行中に発生した交通事故により被害者の受けた損害を賠償する

に当たり、その額の決定及び和解の必要が生じたが、特に緊急を要し議

会を招集する時間的余裕がないため、専決処分したので報告し、承認を

求めるものである。  

 

 

 

 



 

議案６３－４ 

交通事故による損害賠償の専決処分について  

 

 交通事故による損害賠償について、別紙のとおり専決処分したので報

告し、承認を求める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案６３－５ 

専決第１６号  

 

交通事故による損害賠償についての専決処分書  

 

 公務遂行中に発生した交通事故により被害者の受けた損害を賠償する

に当たり、その額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分

する。  

 

平成３０年１１月１２日  

久留米市長  大  久  保   勉  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案６３－６ 

交通事故による損害賠償について  

 

交通事故による損害賠償について、次のとおり処理する。  

１  事故発生日時  

   平成２９年６月１３日  

   午前１０時２８分頃  

２  事故発生場所  

   久留米市南一丁目８番１号西側路上（江戸屋敷南町Ｄ５２号線）  

３  当事者  

   甲  教育部教育センター  

     職員  内野  光博  

   乙  久留米市南一丁目８番７－７０５号  

        成迫  幸子  

４  損害の状況  

   乙  人的損害  左とう骨遠位端骨折、右膝擦過傷  

５  損害賠償の額  

  市は、乙に対し損害賠償金８，３７４，８３４円を支払う。その内  

 容は、乙の損害額８，８１５，６１５円に甲の過失割合９５パーセン  

 ト（０．９５）を乗じて得た額である。この場合において、乙の請求  

 により自動車損害賠償責任保険等から乙又は医療機関等に対し既に支  

 払われた金員があるときは、当該金員の支払を損害賠償金の内払とみ  

 なす。  

   内訳  治療費           ２３５，５７４円  

      通院費            １３，０２０円  

      後遺障害診断書料等      ２７，１９６円  

      休業損害        １，２５８，０５７円  

      傷害慰謝料       １，１２８，０１７円  

      後遺障害逸失利益    ３，２５３，７５１円  

      後遺障害慰謝料     ２，９００，０００円  



 

議案６３－７ 

       小計         ８，８１５，６１５円  

      乙の過失による差引額    ４４０，７８１円  

       合計         ８，３７４，８３４円  

６  損害賠償の方法  

   一時払  

７  和解契約の締結  

  紛争を将来に残さないため、別紙のとおり和解契約を締結する。  



 

議案６３－８ 

和  解  書  

 

甲  久留米市  

     久留米市長  大久保  勉  

     （運転者）  

     久留米市教育部教育センター  

     職員     内野  光博  

乙  久留米市南一丁目８番７－７０５号  

           成迫  幸子  

１  事故発生日時  

平成２９年６月１３日  

   午前１０時２８分頃  

２  事故発生場所  

   久留米市南一丁目８番１号西側路上（江戸屋敷南町Ｄ５２号線）  

３  車種及び登録番号  

   甲  軽貨物自動車（ダイハツ）  

     久留米４８０え９９３  

   乙  自転車  

４  事故の状況  

   甲は、公務により車両を運行中、久留米市教育センターの敷地か  

  ら同敷地西側に接する江戸屋敷南町Ｄ５２号線に徐行しながら進入  

  しようとしたところ、左右の確認が不十分であったため、甲車両の  

  右側から直進してきた乙車両の左側方部に甲車両の右前部が衝突し  

  たもの。  

５  損害の状況  

   乙  人的損害  左とう骨遠位端骨折、右膝擦過傷  

 

 上記事故について、次のとおり和解する。  

１  甲は、乙に対し損害賠償金８，３７４，８３４円を支払う。  



 

議案６３－９ 

  その内容は、乙の損害額８，８１５，６１５円に甲の過失割合９５  

 パーセント（０．９５）を乗じて得た額である。この場合において、  

 乙の請求により自動車損害賠償責任保険等から乙又は医療機関等に対  

 し既に支払われた金員があるときは、当該金員の支払を損害賠償金の  

 内払とみなす。  

内訳  治療費           ２３５，５７４円  

      通院費            １３，０２０円  

      後遺障害診断書料等      ２７，１９６円  

      休業損害        １，２５８，０５７円  

      傷害慰謝料       １，１２８，０１７円  

      後遺障害逸失利益    ３，２５３，７５１円  

      後遺障害慰謝料     ２，９００，０００円  

       小計         ８，８１５，６１５円  

      乙の過失による差引額    ４４０，７８１円  

     合計         ８，３７４，８３４円  

２  甲は、前項に規定する損害賠償金を乙の指定する口座に送金して支

払うものとする。  

３  甲及び乙は、上記事故について、前２項の規定によってすべて解決

し、甲乙間にほかに何らの債権債務のないことを確認する。  

 

甲  久留米市  

      久留米市長  大久保  勉  

 

乙  久留米市南一丁目８番７－７０５号  

            成迫  幸子  

 

 



議案６３－資料１ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  抜粋 

 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成 

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

○地方自治法  抜粋 

 

（昭和二十二年四月十七日） 

（法律第六十七号） 

 

第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議

決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当

該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第

百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二

十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区

長の選任の同意については、この限りでない。 

② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議において

これを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

④ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認

を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関

して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 



第６４号 議案  

 

久 留 米 市 社会 教 育 委 員の委嘱について  

 

上記の 議 案を 提 出 す る 。  

平成 ３ ０ 年１ １ 月３ ０ 日  

教 育 長   大  津   秀  明  

 

提案理由  

久留米 市 社会 教 育 委 員 の 任期満了に伴い、後任の委員を委嘱しよう

とするも ので あ る 。  

  

 

議案６４－１ 



久留米市社会教育委員の委嘱について 

 

社会教育法第１５条第２項により、下記の者を久留米市社会教育委員に委嘱

する。 

 

記 

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

学校教育関係者 樋口 恵子 久留米市小学校長会 

平成３０年１２月１日から 

平成３２年１１月３０日まで 

社会教育関係者 寺﨑  眞  
久留米市校区まちづくり 

連絡協議会 

 大久保 康博 久留米市子ども会連合会 

 永松 千枝 
久留米市女性の会 

婦人会連絡協議会 

 高栁 美加 
久留米市小中学校 

PTA 連合協議会 

 佐藤 光義 久留米市体育協会 

学識経験者 石井 秀夫 久留米市議会議員 

 江村 理奈 久留米大学 

 椎山 克己 久留米信愛短期大学 

 

議案６４－２ 

 



久留米市社会教育委員新旧対照表 

※新任委員 

◎久留米市民生委員児童委員協議会所属の委員については、任期が平成 29 年

2 月 1 日～平成 31 年 1 月 31 日。 

区 分 

旧名簿 新名簿（H30.12.1～） 

氏  名 所   属 氏  名 所   属 

学校教育関係者 
樋 E

ひ

A A E口 E

ぐ ち

A A E恵 E

け い

A A

E子 E

こ

 
久留米市小学校長会 

A E樋 E

ひ

A A E口 E

ぐ ち

A A E恵 E

け い

A A E子 E

こ

 久留米市小学校長会 

 

社会教育関係者 
A E寺 E

て ら

A A E﨑 E

さ き

A A E 眞 E

まこと

 
久留米市校区まちづ

くり連絡協議会 A E寺 E

て ら

A A E﨑 E

さ き

A A E 眞 E

まこと

 
久留米市校区まちづく

り連絡協議会 

A E田 E

た

A A E中 E

な か

A A E幹 E

み き

A A

E雄 E

お

 

久留米市子ども会 

連合会 

※ 大久保
お お く ぼ

 康
や す

博
ひ ろ

 

久留米市子ども会 

連合会 

池 E

い け

A A E田 E

だ

A A E博 E

ひ ろ

A A

E子 E

こ

 

久留米市女性の会 

婦人会連絡協議会 
※ 永松

ながまつ

 千枝
ち え

 
久留米市女性の会 

婦人会連絡協議会 

高栁 E

たかやなぎ

A A E美加 E

み か

 
久留米市小中学校 

PTA 連合協議会 A E 高栁 E

たかやなぎ

A A E美加 E

み か

 
久留米市小中学校 

PTA 連合協議会 

A E伊藤 E

い と う

A A E正博 E

まさひろ

 久留米市体育協会 ※ 佐藤
さ と う

 光義
みつよし

 久留米市体育協会 

家庭教育関係者 
稲 E

い な

A A E益 E

ま す

A A

E英子 E

ひ で こ

 

久留米市民生委員 

児童委員協議会 ◎稲
い な

益
ま す

 英子
ひ で こ

 
久留米市民生委員 

児童委員協議会 

 

学識経験者 石井 E

い し い

A A E秀夫 E

ひ で お

 久留米市議会議員 
A E石井 E

い し い

A A E秀夫 E

ひ で お

 久留米市議会議員 

A E江村 E

え む ら

A A E理奈 E

り な

 久留米大学 
A E江村 E

え む ら

A A E理奈 E

り な

 久留米大学 

A E椎 E

し い

A A E山 E

や ま

A A E克 E

か つ

A A

E己 E

み

 
久留米信愛短期大学 

A E椎 E

し い

A A E山 E

や ま

A A E克 E

か つ

A A E己 E

み

 久留米信愛短期大学 

議案６４－資料１ 

 



○社会教育法（抜粋）  

(昭和二十四年六月十日 )  

(法律第二百七号 )  

（社会教育委員の設置） 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、

当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、

文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

 

 

 

○久留米市社会教育委員条例（抜粋）  

昭和 36 年 4 月 1 日  

久留米市条例第 11 号  

(目的及び設置 ) 

第 1 条  社会教育法 (昭和 24 年法律第 207 号 )第 15 条 の規定により、社会教育

委員 (以下「委員」という。 )を置く。  

(定数 ) 

第 2 条  委員の定数は、 10 人以内とする。  

(委員 ) 

第 3 条  委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。  

２  委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

 

議案６４－資料２ 

javascript:void%20fnInyLink(104845,'3800100004200930h.html','J15')


第６５号 議案  

 

久 留 米 市 立小 中 学 校 通学区域審議会委員の任命又は委嘱  

に つ い て  

 

上記の 議 案を 提 出 す る 。  

平成 ３ ０ 年１ １ 月３ ０ 日  

教 育 長  大  津   秀  明  

 

提案理由  

 久 留 米 市 立 小 中 学 校 通 学 区 域 審 議 会 委 員 の 任 期 が 平 成 ３ ０ 年 １ １

月３０日 をも っ て 満 了 す る ので、その後任の委員を任命又は委嘱しよ

うとする もの で あ る 。  

議案６５－１ 



議案６５－２

区　　　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　属 任　　　　期

そうだ　　 こういちろう

知 識 経 験 者 早田　耕一郎

あきなが　　みねこ

〃 秋永　峰子

おおた　　　よしこ

〃 太田　佳子

たずみ　　　かずや

〃 田住　和也

もりさき　　まさき

〃 森﨑　巨樹
 平成30年

なわさき　　じゅんこ

〃 縄崎　順子
久留米男女共同参画推進
ネットワーク

　12月1日から

こが　　　　ひでみ

〃 古賀　秀心
 平成32年

やすい　　　まさよし

市立小中学校の父母
教 師 会 の 役 員

安井　正佳
久留米市立大橋小学校
父母教師会

  11月30日まで

ふちがみ　　 あきこ

〃 淵上　アキ子
久留米市立櫛原中学校
父母教師会

ならはし　　えつこ

市立小中学校の校長 楢橋　閲子 久留米市立宮ノ陣小学校

あなみ　  　れいこ

〃 穴見　玲子  久留米市立船越小学校

にしだ　　　まさのり

〃 西田　正典  久留米市立諏訪中学校

うしじま　  かずこ

市立小中学校の教職員 牛島　和子  久留米市立青陵中学校

いのうえ　 けんすけ

市 の 職 員 井上　謙介  協働推進部

はた　 　みき

〃 秦　美樹      〃

久留米市校区まちづくり
連絡協議会

     〃

     〃

     〃

久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

　  久留米市立小中学校通学区域審議会規則第4条の規定により､下記の者を久留米市立小中学校通学
  区域審議会委員に任命又は委嘱する。

     〃

記

久留米市議会



議案６５－資料１

○は新委員

所　属 所　属

知識経験者 早田
そ う だ

　耕一郎
こういちろう

　久留米市議会 早田
そ う だ

　耕一郎
こういちろう

　久留米市議会

〃 秋永
あきなが

　峰子
み ね こ

　　　　〃 秋永
あきなが

　峰子
み ね こ

　　　　〃

〃 太田
お お た

　佳子
よ し こ

　　　　〃 太田
お お た

　佳子
よ し こ

　　　　〃

〃 田住
た ず み

　和也
か ずや

　　　　〃 田住
た ず み

　和也
か ずや

　　　　〃

〃 森﨑
もりさき

　巨樹
ま さ き

　　　　〃 森﨑
もりさき

　巨樹
ま さ き

　　　　〃

〃 松浦
まつうら

　忍
しのぶ 　久留米男女共同参画

　推進ネットワーク
○ 縄

なわ

崎
さき

　順子
じゅんこ 　久留米男女共同参画

　推進ネットワーク

〃 古賀
こ が

　秀
ひで

心
み 久留米市校区まちづくり

連絡協議会 古賀
こ が

　秀
ひで

心
み 久留米市校区まちづくり

連絡協議会

市立小中学
校の父母教
師会の役員

安井
やすい

　正
まさ

佳
よし 　久留米市立大橋小学校

　父母教師会 安井
やすい

　正
まさ

佳
よし 　久留米市立大橋小学校

　父母教師会

〃 淵上
ふちがみ

　アキ子
こ 　久留米市立櫛原中学校

　父母教師会 淵上
ふちがみ

　アキ子
こ 　久留米市立櫛原中学校

　父母教師会

市立小中学
校の校長 楢

なら

橋
はし

　閲子
え つ こ

久留米市立宮ノ陣小学校 楢
なら

橋
はし

　閲子
え つ こ

久留米市立宮ノ陣小学校

〃 穴見
あ な み

　玲
れい

子
こ

 久留米市立船越小学校 穴見
あ な み

　玲
れい

子
こ

 久留米市立船越小学校

〃 西田
に し だ

　正典
まさのり

 久留米市立諏訪中学校 西田
に し だ

　正典
まさのり

 久留米市立諏訪中学校

市立小中学
校の教職員 牛島

うしじま

　和子
か ず こ

 久留米市立青陵中学校 牛島
うしじま

　和子
か ず こ

 久留米市立青陵中学校

市の職員 井上
いのうえ

　謙介
けんすけ

　協働推進部 井上
いのうえ

　謙介
けんすけ

　協働推進部

〃 秦
はた

　美樹
み き

　　　〃 秦
はた

　美樹
み き

　　　〃

15人/委員数 15人/委員数

[委員任期]

　平成30年12月1日から平成32年11月30日（２年間）

久留米市立小中学校通学区域審議会委員新旧対照表

区　分
旧　名　簿 新　名　簿

氏　名 氏　名



○久留米市立小中学校通学区域審議会規則  

 

昭和 40 年 10 月 21 日  

久留米市教育委員会規則第 6 号  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

(組織 ) 

第 3 条  審議会は、委員 15 人以内をもつて組織する。  

2 前項の規定にかかわらず、特定の事項を調査審議させるため必要があ

るときは、臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。この場合に

おいて、その数は特定の事項別に 2 人以内とする。  

(平 8 教規則 5・一部改正 ) 

 

(委員 ) 

第 4 条  審議会の委員は、次に掲げるものについて教育委員会が任命又は

委嘱する。  

(1) 知識経験者  

(2) 市立小中学校の父母教師会の役員  

(3) 市立小中学校の校長  

(4) 市立小中学校の教職員  

(5) 市の職員  

(6) その他教育委員会が必要と認めるもの  

(平 8 教規則 5・平 9 教規則 4・平 25 教規則 19・一部改正 ) 

 

(委員の任期 ) 

第 5 条  前条第 1 項の委員の任期は､2 年とする｡ただし､再任を妨げない｡ 

2 補欠委員の任期は､前任者の残任期間とする｡ 

3 第 3 条第 2 項の臨時委員の任期は､2 年を超えない範囲内で当該特定の

事項を調査審議するため教育委員会が必要と認めた期間とする｡ただし､

当該規定の事項に関する調査審議が終了しない場合には､同様の取扱い

により再任または委嘱の更新を行うことができるものとする｡ 

4 前項の任期にかかわらず､当該特定の事項の調査審議が終了した場合

には､臨時委員はその任を解かれたものとみなす｡ 

(平 8 教規則 5・一部改正 ) 

議案６５－資料２ 



第６６号 議案  

 

平 成 ３ １ 年度 久 留 米 市立小・中・特別支援学校教職員人事  

異 動 方 針 につ い て  

 

上記の 議 案を 提 出 す る 。  

平成 ３ ０ 年１１ 月 ３ ０ 日  

教 育 長  大  津   秀  明  

 

提案理由  

地方教育 行政 の 組 織 及 び 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第２ １条 第 ３ 号 の 規 定に基づき、平成３１年度久留米市立小・

中 ・ 特 別 支 援 学 校 教 職 員 人 事異 動 方 針 を 定 め よう と す る も の で あ る 。 

 

 

 

議案６６－１ 



 
 

平成３１年度 
 
 
 
 
 
 

－久留米市立小・中・特別支援学校教職員－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久留米市教育委員会 
 
 
 

人 事 異 動 方 針 

議案６６－２ 

 



 
 
 
 
 

－久留米市立小・中・特別支援学校－ 

 
 久留米市立小・中・特別支援学校教職員の人事異動については、県費負担教職員に関す 
る県の異動方針等を踏まえ、長期的な展望に立った計画的人事によって、学校組織の適正 
化と清新明朗な気風づくりを促進し、本市教育の充実発展を図ることを目的として、次の 
方針によって人事異動の内申を行う。 
 
１ 変化の激しい時代の中で学校の活性化や特色ある学校づくりなどの教育改革を促進し、

子どもに「ふるさと久留米を愛し、ともに社会を生き抜く力」（まなぶ力、つながる力、

やりぬく力）を育成するために、適材・適所に配置することとする。 
 
２ 教科、性別、年齢などを考慮し、教職員の年齢構成、男女比等の適正化に努め、中学

校においては教科運営の適正化を図る。 
 
３ 特別支援教育の充実のための人材の育成と学校の実情に応じた専門性のある教員の配

置に努める。 
 
４ 学校教育の活性化を図るため、県教育委員会と連携しながら教育事務所管内における

市郡間交流、教育事務所間交流、県・市立学校等との人事交流を行う。 
 
５ 学力の保障と向上、人権・同和教育、生徒指導等の推進を図るため、要員の確保と人

事配置の適正化に努める。 
 
６ 管理職の内申に当たっては業績評価の結果を活用し、全市的かつ長期的視野に立って、

人格高潔で有能な人材の確保に努める。その際、若い人材及び女性の積極的な登用を図

る。 
 
７ 管理職並びに主幹教諭、指導教諭の降任については、本人の希望を尊重する。 
 
８ 新規採用教員の配置に当たっては、その育成を考慮して行う。 
 
９ 再任用制度により任用された教職員については、県教育委員会と十分な連携を行い、

その経歴や能力を発揮できるような配置に努める。 
 
 

人 事 異 動 方 針 

議案６６－３ 

 



 
 
 
 

－久留米市立小・中・特別支援学校－ 

 
１ 人事異動対象者の条件 
  久留米市立小・中・特別支援学校の県費負担教職員の人事異動対象者は、平成３１年

度の県人事異動方針及び市人事異動方針に基づき、学校組織の適正化と清新明朗な気風

づくりを促進し、本市教育の充実発展を図ることができるよう下記の内容とする。 
(1) 同一校６年以上の勤続者は、異動対象者として取り扱う。 
(2) 管内他市町村間交流による転入者で３年以上勤務した者は、原則として、管内他市

町村への異動対象者とする。 
(3) 同一校１０年以上の勤続者は、原則として異動を行う。ただし、通勤時間又は本人

の健康状態については過度の負担にならないよう配慮する。 
(4) 積極異動の希望者に対しては、本人の意向を尊重し異動を行う。ただし、校長の意

向と協議のもと最終的な判断をして取り扱う。 
 
２ 人事異動地区における学校選択の方法について 

(1) 希望異動先の学校選択方法 
北筑後教育事務所との協議を経て、人事異動地区（小学校３地区、中学校３地区、

久留米特別支援学校１地区）を東部、中部、南部地区の３地区として設定した。人

事異動地区から、下記の方法に基づき異動先の希望校を４校選択すること。 
 
① 教諭の選択方法（主幹教諭、指導教諭を含む） 

学校種 学校選択の方法 

小学校 

① ４校を選択すること。 
② ３地区から各１校以上選択すること。 
③ 久留米特別支援学校を選択する場合は、他３校を３地区

から各１校選択すること。 

中学校 

① ４校を選択すること。 
② ３地区から各１校以上選択すること。 
③ 久留米特別支援学校を選択する場合は、他３校を３地区

から各１校選択すること。 
久留米特別支援学校 ① 希望する学校種の選択方法に準じて選択記入すること。 

 
② 養護教諭、学校事務職員、栄養教諭及び学校栄養職員の選択方法 

    人事異動地区（東部、中部、南部の３地区及び久留米特別支援学校）のうち、２

以上の地区から「４校」を選択し、記入すること。 

平成３１年度人事異動取扱要綱 

議案６６－４ 

 



(2) 人事異動地区 
① 全小学校・・・３地区「東部・中部・南部」とする。 

東部地区 
（１６校） 

船越小、水縄小、田主丸小、水分小、竹野小、川会小、柴刈小、 
弓削小、北野小、大城小、金島小、大橋小、草野小、宮ノ陣小、 
山本小、善導寺小 

中部地区 
（１５校） 

西国分小、篠山小、京町小、長門石小、日吉小、金丸小、上津小、 
南薫小、合川小、小森野小、東国分小、青峰小、高良内小、 
御井小、山川小 

南部地区 
（１５校） 

荘島小、鳥飼小、南小、大善寺小、安武小、荒木小、津福小、 
城島小、下田小、江上小、青木小、浮島小、西牟田小、犬塚小、 
三潴小 

 
② 全中学校・・・３地区「東部・中部・南部」とする。 
東部地区 
（４校） 

田主丸中、北野中、屏水中、宮ノ陣中 

中部地区 
（７校） 

城南中、櫛原中、諏訪中、明星中、青陵中、良山中、高牟礼中 

南部地区 
（６校） 

江南中、牟田山中、三潴中、城島中、荒木中、筑邦西中 

 
③ 久留米特別支援学校  「単独１地区」とする。 

 
※ ３地区間の異動については、北筑後教育事務所管内市町村間交流の異動をしたものと

みなす。 
※ 児童生徒支援教員が加配されている学校、久留米特別支援学校で勤務経験がない職員

は、本人の異動希望にかかわらず、当該学校へ異動する場合がある。 
 

 (3) 北筑後教育事務所管内他市町村の異動希望については、異動希望が有の場合は、１

市町村以上を選択し、記入すること。そして、特に、希望する学校があれば、学校名

を記入すること。記入がない場合は一任とみなす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案６６－５ 

 



人事異動取扱要綱新旧対照表 
 

旧 新 
２－（３） 
北筑後教育事務所管内他市町村の異動希

望については、異動希望の有無にかかわら

ず１市町村以上を選択し、記入すること。

そして、特に、希望する学校があれば、学

校名を記入すること。記入がない場合は一

任とみなす。 

２－（３） 
北筑後教育事務所管内他市町村の異動希

望については、異動希望が有の場合は、１

市町村以上を選択し、記入すること。そし

て、特に、希望する学校があれば、学校名

を記入すること。記入がない場合は一任と

みなす。 
 
〈変更の理由〉 
① 北筑後教育事務所の異動方針の５－（１）に、人事交流の考え方として、従来から「久

留米市については、異動範囲が広範であり、市内異動においても市町村間異動と同等の

効果を期待できることから、別紙のブロック間による異動も市町村間異動とみなす。」と

規定されている。東部、中部、南部間の人事異動地区間の異動が、他市町村の異動と同

等とみなされるため、本来の他市町村への異動希望がない場合、記入の必要はない。 
 
 
 
 
 
                                 

議案６６－資料１  



○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 
(教育委員会の職務権限) 

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げ

るものを管理し、及び執行する。 
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校そ

の他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財

産」という。)の管理に関すること。 
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。 
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関

すること。 
（五～十九 省略） 

 

 
(事務の委任等) 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。 
五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 
六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 
（３～４ 省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

議案６６－資料２ 



○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（抜粋） 

(委任) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(1) 学校教育又は社会教育の基本方針を定めること。 

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること。 

(3) 重要な教育財産の取得及び処分に係る計画を決定すること。 

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の

任免、転補等を行うこと。 

(5) 県費負担教職員の定期異動並びに市立小中特別支援学校の校長及び教頭の任免、転

補等の人事の内申 並びに市立小中特別支援学校の主任等の任免を行うこと。 

（次号以下 略） 

 

（臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理すること

ができる。 

２ 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案６６－資料３  



議案６６－資料４

※福岡県教育委員会※



議案６６－資料5

※福岡県教育委員会※



議案６６－資料6



（平成２９年１１月１４日改正） 
 

県費負担教職員の市町村間交流人事異動方針 
 

福岡県教育庁北筑後教育事務所 
 
 教育事務所及び管内各市町村教育委員会の連携・協力の下、長期的な視点に立った市町

村間交流を推進し、もって北筑後管内全体の学校教育の活性化を図ることを目的としてこ

の方針を定めるものである。 
 管内各市町村教育委員会においては、この方針の趣旨を尊重し、市町村間交流の推進に

努めるものとする。 
 
１ 交流の目的 
（１）管内市町村の教育水準の維持・向上及び教育の活性化 
（２）教職員の意欲及び資質の向上 
（３）学級減に伴う過員の解消及び定数欠、教科欠のアンバランスの解消 
（４）時代の変化に伴う指導方法の改善に対応する管内指導体制の確立 
 
２ 交流の考え方 
（１）一般教職員 
  ア 各市町村の課題により意図的、計画的な交流を行う。 
  イ 市町村別の課題に応じた主任級等の交流人事を促進する。 
  ウ 採用後、２以上の市町村での勤務の経験がない者については、２以上の市町村で

の勤務を経験するものとする。 
（２）管理職員 
  ア 管理職員については、原則として、在任期間中、２以上の市町村での勤務を経験

するものとする。 
  イ 教頭昇任時は、可能な限り、他市町村へ配置する。 
 
３ 交流の期間 
   管内市町村間交流の期間は、原則として３年とする。ただし、特別の事情がある場

合は、この限りではない。 
 
４ 交流者の決定 
（１）各市町村教育委員会は、毎年度、他市町村未経験者リストを作成する。 
（２）教育事務所は、各市町村教育委員会と協議の上、各市町村の課題に基づく要望や他

市町村異動希望者の状況を勘案しながら交流者を決定する。 
 
５ その他 
（１）久留米市については、異動範囲が広範であり、市内異動においても市町村間異動と

同等の効果を期待できることから、別紙のブロック間による異動も市町村間異動とみ

なす。 
（２）本方針については、毎年度の人事異動に関する動向や各市町村教育委員会の意見を

踏まえ、適宜見直すこととする。 
議案６６－資料７ 



様式１

教職員異動調書（個人票）
学　校　名 職 名 氏    名（フリガナ） 性 別 年　齢（生年月日） 勤　　務　　先 職 名 期 間 年数

男 歳

女

現　住　所 現 在 の 分

小学校区 通勤方法 ㎞

種　別 教　科 担当学年 特　技 現任校の 勤　続
免 勤務年数 年　数
許 　年　組
状 担当教科 年 年

有　無 月 月

北筑後管内 続　柄 氏　　名 市町村名 学校名

に勤務する

配偶者及び ･幼 ･小 ･中 ） 上記以

三親等内の 外の他

教職員氏名 市町村

勤務歴 

有 １ ２ ３ ４ 有 上記以

外の

無 無 へき地

(やむを得ず) 学校 学校 学校 学校（やむを得ず）
勤務歴 

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③

異動・勤務等

に つ い て

市郡名（事務所管外） 小 ・ 中 特に配慮して

第１希望第２希望第３希望交流希望  欲しいこと

の 有 無

市郡 市郡 市郡

　　有　 整理番号

北筑後教育事務所

１

２

３

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

学
校

学
校

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

有　無

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

平成３１年度

（昭和・平成　　年　　月　　日）

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

職 歴

立

学校

（ ）

印

昭和・平成　　年　　月　　日まで

昭和・平成　　年　　月　　日まで

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日から

昭和・平成　　年　　月　　日まで
 有　（出産  　月頃）

（ ）

無

都道府県

4

学
校

交流希望

の 有 無

転出希望提出状況（県立学校）

地区中学校 ･中等教育学校 ･高等学校

育休希望
の 有 無

有 ４
司書教諭資格の有無

学
校

妊娠
の

他県等教員採用
候補者名簿登載

市・町・村
( )

５

有無

学
校

学
校

学
校

有

長期派遣

研修希望 希望の

学
校

無

の 有 無

再任用

交流希望

の 有 無

有有

特別支援学校

降任希望の有無

 （注）

他市町村を
２つ以上記
入すること

久留米市へ
はブロック
別に記入す
ること

（ ）

管外転
出希望
の有無

異

動

希

望

有 有

有

中 ・ 高

市・町・村
( )

１ ２ 3

学
校

市・町・村
( )

市・町・村
( )

学
校

学
校

学
校

特別支援学校（

校
種

現 任 校 所 在 の 市 町 村 内 管　内　他　市　町　村
※ （　）は久留米市のブロック

　理由(他市町村含む)

議
案
６
６
－
資
料
８



第６７号 議案  

 

平 成 ３ １ 年度 久 留 米 市立高等学校教職員人事異動方針につ  

い て  

 

上記の 議 案を 提 出 す る 。  

平成 ３ ０ 年１１ 月 ３ ０ 日  

教 育 長  大  津   秀  明  

 

提案理由  

地方教育 行政 の 組 織 及 び 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第２ １条 第 ３ 号 の 規 定に基づき、平成３１年度久留米市立高等

学校教職 員人 事 異 動 方 針 を 定めようとするものである。  

 

 

 

議案６７－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度  

                             

人  事  異  動  方  針  

 

 

 

－久留米市立高等学校教職員－  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市教育委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案６７－２ 



平成３１年度人事異動方針  

 

                          －久留米市立高等学校教職員－ 

 

 

 久留米市立高等学校教職員の人事異動については、生徒数の減少や変化の激しい時代の

中で、歴史と伝統に培われた両校の優れた教育活動をさらに充実、発展させ、生徒の希望

する進路の実現を図るとともに、市立高校としての存在感あふれる特色ある学校づくりを

推進するため、次の方針によって行う。 

 

 

 １ 適材適所を旨とし、職員構成の適正化と充実を図る。 

 

 

２ 学校の活性化や特色ある学校づくりに対応するため、長期的展望の下に人材の適正

  な配置に努める。 

 

 

 ３ 教職員の能力開発と意識改革を図るため、県立学校との人事交流を積極的に推進

する。 

 

 

 ４  管理職の任用に当たっては、長期的視野に立って、人格高潔で有能な人材の確保に

努める。その際、年齢、性別にとらわれず、管理職として学校の活性化に能力を発揮

できる人材の登用を積極的に図る。 

 

 

 ５ 新規採用教職員の配置に当たっては、その育成を考慮して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案６７－３ 



平 成 ３１年 度 人 事 異 動 取 扱 要 綱 

                   － 久 留 米 市 立 高 等 学 校 教 職 員 － 

 
 
  久留米市立高等学校教職員の人事異動方針に基づき、人事異動取扱要綱を次のように定
める。 
 

１ 異動等について 

 

(1) 教職員の意欲と能力の活用                            

 
    ア 教職員の年齢構成の適正化や教科運営の効率化等を考慮した適材適所の配置を進
    める。 
 

    イ 教職員の意欲に応え、その能力を活用できる組織環境の充実を図る。 

 

ウ 教職員の資質、能力の向上及び業務の継続性、発展性等を考慮して計画的かつ適
  切に対応する。 

 
(2) 人事異動対象者の条件  

 
同一校１０年以上の勤続者は、原則として異動対象者として取り扱う。 
なお、同一校の勤務が１０年未満であっても、人事異動の対象となることがある。 
 

(3) 地方自治法による三井中央高等学校への派遣  
 

三井中央高等学校の学校運営が円滑に行えるよう、地方自治法第２５２条の１７の
規定に基づき、校務分掌や教科等を考慮したうえで必要とする人材を派遣する。 

 

(4) 教職員の能力開発と意識改革の推進 

 
    ア 市立高校間の人事異動及び県立高校との長期派遣研修の充実を図り、職務経験機

会の拡大に努める。 
 
    イ  同一校における長期勤続者の人事異動等の促進に努めるとともに、積極的異動希

望者の発掘とその異動等の実現を図る。 
 

２ 昇任・降任及び採用について 

 

 (1) 校長・教頭の任用について 

 

ア 管理職は人格高潔であって、教育的識見に長じ、統率力、先見性に優れ、学校の

  管理・運営に対する積極的な熱意と十分な力量がある者について選考する。その

  際、年齢、性別にとらわれず、管理職として学校の活性化に能力を発揮できる人

  材の登用を積極的に図る。 

 

    イ 管理職の降任を希望する者については、本人の希望を尊重する。 

 

 

 

議案６７－４ 



(2)  主幹教諭･指導教諭の任用について 

 

ア 配置による学校の活性化、校務の効率化を図る観点から、年齢、性別にとらわれ

ず、適切な人材の任用を図る。 

 

イ 主幹教諭の降任を希望する者については、本人の希望を尊重する。 

 

(3)  新規採用教職員の任用について 

 

     教職員は、学校の活性化、特色化の課題に対応し得るように、教職員構成等を考慮
  し、原則として、平成３１年度久留米市立高等学校教員採用候補者名簿に登載された 

者から採用する。配置に当たっては、その育成に配慮する。 
             
 
(4) 再任用職員の任用について 
   
  教職員の再任用（更新を含む。）については、選考によるものとし、校長か

らの意見を聴き教育委員会で決定する。なお、配置に当たっては、必ずしも退
職時勤務校に任用されるとは限らない。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

議案６７－５ 



○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 
(教育委員会の職務権限) 

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げ

るものを管理し、及び執行する。 
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校そ

の他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財

産」という。)の管理に関すること。 
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。 
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関

すること。 
（五～十九 省略） 

 

 
(事務の委任等) 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。 
五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 
六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 
（３～４ 省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

議案６７－資料１ 



○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（抜粋） 

(委任) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(1) 学校教育又は社会教育の基本方針を定めること。 

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること。 

(3) 重要な教育財産の取得及び処分に係る計画を決定すること。 

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の

任免、転補等を行うこと。 

(5) 県費負担教職員の定期異動並びに市立小中特別支援学校の校長及び教頭の任免、転

補等の人事の内申 並びに市立小中特別支援学校の主任等の任免を行うこと。 

（次号以下 略） 

 

（臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理すること

ができる。 

２ 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案６７－資料２ 



第６８号 議案  

 

平 成 ３ １ 年度 久 留 米 市立久留米特別支援学校高等部入学者  

選 考 要 項 及び 平 成 ３ １年度久留米市立久留米特別支援学校  

高 等 部 訪 問教 育 入 学 者選考要項について  

 

上記の 議 案を 提 出 す る 。  

平成 ３ ０ 年１ １ 月 ３ ０ 日  

教 育 長  大  津   秀  明  

 

提案理由  

平 成 ３ １ 年 度 久 留 米 市 立 久 留 米 特 別 支 援 学 校 高 等 部 入 学 者 選 考 要

項 及 び 平 成 ３ １ 年 度 久 留 米 市 立 久 留 米 特 別 支 援 学 校 高 等 部 訪 問 教 育

入学者選 考要 項 を 定 め よ う とするものである。  

 

議案６８－１ 



平成３１年度  久留米市立久留米特別支援学校 

   高 等 部 入 学 者 選 考 要 項                                    

 

第１ 基本方針 

 

１ 久留米特別支援学校高等部入学者の選考は、入学を希望する者について、その障害の種

類や程度及び個人の資質や能力を公正に判定することを基本として行うものとする。 

２ 久留米特別支援学校高等部入学者の選考は、志願者の在学又は卒業した学校の校長（以

下「出身学校長」という。）から提出される調査書、学力検査、身体機能検査、健康診断、

面接等により行うものとする。 

 

第２ 入学志願手続 

 

１ 志願資格 

  障害が学校教育法施行令第２２条の３に示す知的障害を有する程度に該当する者で、久

留米市に在住し、かつ、次の事項に該当する者 

(１) 特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は平成３１年３月

卒業見込みの者   

(２) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は平成３１年３月修了見込みの者 

(３) 学校教育法施行規則第９５条に基づき、（１）と同等以上の学力があると認められた

者 

 

２ 募集学科及び定員 

  募集学科及び定員は、次のとおりとする。 

 学 科  募集定員 

 普通科   ５４人 

 

３ 志願書類 

(１) 入学願書 

   入学志願者は、入学願書（久留米市立久留米特別支援学校学則第３号様式）に必要事

項を記入し、出身学校長を経由の上、久留米特別支援学校長へ提出すること。 

(２) 調査書 

   出身学校長は、志願者の調査書（久留米特別支援学校で定める様式）を作成し、久留

米特別支援学校長へ提出するものとする。この場合、出身学校長は自らを委員長とする

「調査書作成委員会」を設け、生徒指導要録に準拠して厳正に作成すること。 

(３) 療育手帳または知的障害があることを証明する専門医の診断書等  

(４） その他、久留米特別支援学校長が必要とする書類 

 

４ 入学選考料 

  入学選考料は無料とする。 

 

 

 

議案６８－２ 



５ 志願書類提出期間 

平成３１年１月２８日（月）から平成３１年２月４日（月）までとする。 

  受付時間は、午前９時から午後４時（受付締切日は正午）までとする。 
（ただし、土曜・日曜・祝日は受け付けない。） 

６ 志願書類の受付 

  久留米特別支援学校長は、提出された志願書類を精査確認の上、受け付けること。 

 なお、受検票には、受検番号を記入し、公印を押印して交付するものとする。 

 

第３ 入学者選考 

 

１ 選考の方法 

(１) 選考にあたっては、久留米特別支援学校長を責任者とする「入学者選考委員会」を組

織するものとする。 

(２) 入学者選考委員会は、選考の手続及び基準を作成するものとする。 

(３) 選考は、調査書及び諸検査等の資料を精査の上、総合的な判定により合否を決定す  

るものとする。 

２ 検査内容 

  学力検査、身体機能検査、健康診断、面接、その他必要な検査等については、久留米特

別支援学校長が定めるものとする。 

３ 検査期日・日程 

(１) 検査期日は、平成３１年２月１５日（金）とする。 

(２) 日程は、久留米特別支援学校長が定めるものとする。 

４ 検査場等 

(１) 検査は、久留米特別支援学校において行うものとする。 

(２) 採点、評価等は、久留米特別支援学校において行うものとする。 

５ 検査場責任者 

久留米特別支援学校長を検査場責任者とする。 

 

第４ 合格者発表 

 

１ 合格者発表の期日は、平成３１年３月１１日（月）午前９時とする。 

２ 合格者発表は、久留米特別支援学校で行うものとする。 

 

第５ 募集要項 

 

  久留米特別支援学校長は、この要項に基づき募集要項を作成するものとする。 

 

第６ 二次募集 

 

  合格者発表時に、合格者の人数が募集定員に満たない場合は、原則として二次募集を行

うものとする。 

１ 募集期間は３月１２日（火）～３月１４日（木）正午までとする。 

２ 検査日は３月２２日（金）とする。 

３ 合格者発表は３月２５日（月）午前９時とする。 

議案６８－３ 



 

平成３１年度  久留米市立久留米特別支援学校 

   高 等 部 訪 問 教 育 入 学 者 選 考 要 項                                    

 

第１ 基本方針 

 

１ 久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者の選考は、入学を希望する者について、訪

問教育の必要性や障害の種類や程度及び個人の資質や能力を公正に判定することを基本

として行うものとする。 

 

２ 久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者の選考は、志願者の在学する、又は卒業し

た学校の校長（以下「出身学校長」という。）から提出される調査書、学力検査、身体

機能検査、健康診断、面接等により行うものとする。 

 

第２ 入学志願手続 

 

１ 志願資格 

  障害が学校教育法施行令第２２条の３に示す知的障害を有する程度に該当する者で、

原則として保護者とともに久留米市に在住し、かつ、次の事項に該当する者 

(１) 特別支援学校中学部３年で訪問教育を受けていた者で、平成３１年３月卒業見込み

の者 

(２) 原則として特別支援学校中学部を平成３１年３月卒業見込みの者で、障害の重度・

重複化により通学して高等部教育を受けることが困難な者 

(３) その他、久留米特別支援学校長が定める資格・要件に基づき、久留米特別支援学校

高等部訪問教育が適当と認められた者 

 

２ 募集学科及び定員 

  募集学科及び定員は、次のとおりとする。 

 学 科  募集定員 

 普通科    ６人 

    

３ 志願書類 

(１) 入学願書 

   入学志願者は、入学願書（久留米市立久留米特別支援学校学則第３号様式）に必要

事項を記入し、出身学校長を経由の上、久留米特別支援学校長へ提出すること。 

(２) 調査書 

   出身学校長は、志願者の調査書（久留米特別支援学校で定める様式）を作成し、久

留米特別支援学校長へ提出するものとする。この場合、出身学校長は自らを委員長と

する「調査書作成委員会」を設け、生徒指導要録に準拠して厳正に作成すること。 

(３) 療育手帳または知的障害があることを証明する専門医の診断書等  

(４) その他久留米特別支援学校長が必要とする書類 

 

 

議案６８－４ 



 

４ 入学選考料 

  入学選考料は無料とする。 

５ 志願書類提出期間 

平成３１年１月２８日（月）から平成３１年２月４日（月）までとする。 

  受付時間は、午前９時から午後４時（受付締切日は正午）までとする。 

  （ただし、土曜・日曜・祝日は受け付けない。） 

６ 志願書類等の受付 

  久留米特別支援学校長は、提出された志願書類を精査確認の上、受け付けること。 

  なお、受検票には受検番号を記入し、公印を押印して交付するものとする。 

 

第３ 入学者選考 

 

１ 選考の方法 

(１) 選考にあたっては、久留米特別支援学校長を責任者とする「入学者選考委員会」を

組織するものとする。 

(２) 入学者選考委員会は、選考の手続き及び基準を作成するものとする。 

(３) 選考は、調査書及び諸検査等の資料を精査の上、総合的な判断により入学者を決定  

するものとする。 

２ 検査内容 

  学力検査、身体機能検査、健康診断、面接、その他必要な検査等については、久留米 

特別支援学校長が定めるものとする。 

３ 検査期日・日程 

(１) 検査期日は、平成３１年２月１２日（火）から平成３１年２月１５日（金）までの

期間内で久留米特別支援学校長が定めるものとする。 

(２) 日程は、久留米特別支援学校長が定めるものとする。 

４ 検査場等 

(１) 検査は、久留米特別支援学校において行うものとする。ただし、志願者の障害の状

況等により、必要に応じて家庭や施設等で行うこともできるものとする。 

(２) 採点、評価等は、久留米特別支援学校において行うものとする。 

５ 検査場責任者 

久留米特別支援学校長を検査場責任者とする。 

 

第４ 合格者発表 

 

１ 合格者発表の期日は、平成３１年３月１１日（月）午前９時とする。 

２ 合格者発表は、久留米特別支援学校で行うものとする。 

 

第５ 募集要項 

 

  久留米特別支援学校長は、この要項に基づき募集要項を作成するものとする。 

議案６８－５ 



学校教育法施行令（抜粋）  

 

第２章 視覚障害者等の障害の程度  

 

第２２条の３  法第７５条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 

 

区分 障害の程度 

視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視

機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても

通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく

困難な程度のもの 

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののう

ち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが

不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障害者 １ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日

常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しない

もののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 １ 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆

記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な

程度のもの 

２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもの

のうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 １ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生

物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必

要とする程度のもの 

２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度

のもの 

備考 １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があ

るものについては、矯正視力によつて測定する。 

２ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。  

 

議案６８－資料１ 



報告１－1

H30.10.5からH30.11.14 受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
平成30年12月17日（月）
～平成31年1月27日（日）

九州・沖縄　映画感想画コ
ンテスト2018

九州・沖縄映画感想画コ
ンテスト実行委員会

― 後援★ 学校教育課

2
平成31年2月3日(日）
8:00～17:00

第34回青少年ミュージック
フェスティバル

浮羽ライオンズクラブ
うきは市文化会館
（白壁ホール）

後援 学校教育課

3
平成31年1月19日(土）
14：00～16：00

九州交響楽団「ニューイ
ヤーコンサートinインガット
ホール」

インガットホール活用実
行委員会

城島総合文化セン
ター　インガットホー
ル

後援
城島総合支
所文化ス
ポーツ課

4
平成31年2月3日(日）
14：00～16：00

「桂　ひな太郎・桂　文之助
二人会」

インガットホール活用実
行委員会

城島総合文化セン
ター　インガットホー
ル

後援
城島総合支
所文化ス
ポーツ課

5
平成31年2月9日(土）
14：00～16：00

「テノールとピアノによる響
演2019」

インガットホール活用実
行委員会

城島総合文化セン
ター　インガットホー
ル

後援
城島総合支
所文化ス
ポーツ課

6
平成30年12月15日（土）、
16日（日）、17日（月）

第84回久留米市ハンドボー
ル大会

久留米市ハンドボール
協会

久留米アリーナ 共催
体育スポー
ツ課

7
2019年3月31日（日）
14：00～17：00

久留米ば元気にするった
い！

ＮＰＯ法人九州プロレス
久留米シティプラザ
六角堂広場

後援
体育スポー
ツ課

8
平成30年10月31日（水）
16：40～18：40

カワイ体育教室無料体験
会

シンコースポーツ九州㈱
久留米市みづま総合
体育館

後援
体育スポー
ツ課

9
2018年11月26日（月）
18：40～20：00

第１１回スポーツ特別講演
会　福西　崇史氏

株式会社サガン・ドリー
ムス

鳥栖市民文化会館
大ホール

後援
体育スポー
ツ課

10
平成30年12月2日(日）
9:00～16:00

第8回ふれあいスポーツ
フェスタ

第8回ふれあいスポーツ
フェスタ実行委員会

久留米大学御井学舎
みいアリーナ

後援
体育スポー
ツ課

11
平成30年12月2日(日）
8：00
～12月9日（日）14：00

スーパースポーツゼビオ杯
争奪　第19回久留米市少
年野球フレッシュリーグ秋
季学童交流野球大会

久留米市少年野球フ
レッシュリーグ

久留米市桜花台野球
場　市内他球場

後援
体育スポー
ツ課

12
平成30年12月15日（土）
10：00～16：00

青少年のためのサイエンス
モール　in くるめ2018

高等教育コンソーシアム
久留米

福岡県青少年科学館 後援 学校教育課

13

平成30年10月21日（日）
10:00～13:00
平成30年11月23日（金）
10:00～13:00

能楽普及の為の独謡会 清吟会 久留米市芸能会館 後援
生涯学習推
進課

14
平成30年11月17日（土）
13:30～16:30

入船亭扇辰独演会 久留米落語長屋
えーるピア久留米
視聴覚ホール

後援
生涯学習推
進課

15

平成30年11月17日（土）
～12月27日（木）
各10:00～17:00
（入館は16:30まで）
月曜日休館
（ただし12月24日は開館）

サンダーソンアーカイブ
ウィリアム・モリスと英国の
壁紙展

久留米市美術館
久留米市美術館（本
館2階）

後援
生涯学習推
進課

16

平成30年11月24日（土）
9:00
～平成30年11月25日
（日）
16:00

第29回九州さつき盆栽展 九州さつき愛好会
久留米リサーチパー
ク

後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告



報告１－2

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

17

平成30年12月14日（金）
～12月24日（月・祝）
各10:00～17:00
12月23日（日）は
10:00～19:00
ライトアップ実施日は
10:00～20:00

石橋文化センターミュージ
アムクリスマス

公益財団法人久留米文
化振興会

石橋文化センター全
域

後援
生涯学習推
進課

18
平成30年11月18日（日）
9:00～16:00

サイクルファミリーパーク
フェスタ2018

公益財団法人久留米観
光コンベンション国際交
流協会

久留米サイクルファミ
リーパーク

後援
生涯学習推
進課

19
平成30年12月22日（土）
10:00～15:00

Kid'sキッチン♪ くるめ学生ネットワーク
えーるピア久留米
調理実習室

後援★
生涯学習推
進課

20
平成30年12月23日（日）
16:00～19:00

第25回定期演奏会
久留米大学学友会吹奏
楽部

石橋文化センター 後援
生涯学習推
進課

21

平成31年1月5日（土）
10:00～17:00
平成31年1月6日（日）
10:00～14:00

第54回全九州新春書道展 福岡書道会 久留米市美術館 後援
生涯学習推
進課

22

平成31年1月22日（火）
10:30～12:00
平成31年2月17日（日）
10:30～12:00

子育てセミナー 家庭倫理の会久留米市 えーるピア久留米 後援
生涯学習推
進課

23
平成31年1月30日（水）
～2月3日（日）
10:00～17:00

創部65周年記念　久留米
連合文化会デザイン部部
展

久留米連合文化会
久留米市美術館本館
1階

後援★
生涯学習推
進課

24
平成31年2月1日（金）
～2月4日（月）

池坊三潴支部花展 池坊三潴支部
岩田屋久留米店9階
催事場

後援
生涯学習推
進課

25
平成31年2月3日（日）
11:00～16:00

ウルトラマンライブ
ウルトラマンプレシャスス
テージ2019　佐賀公演

鳥栖市文化事業協会
鳥栖市民文化会館大
ホール

後援★
生涯学習推
進課

26
平成31年2月10日（日）
13:00～14:00、
16:00～17:00

（特）舞台アート工房・劇列
車　第20回定期公演

特定非営利活動法人舞
台アート工房・劇列車

石橋文化センター石
橋文化会館小ホール

後援
生涯学習推
進課

27
平成31年2月16日（土）
10:00～12:00

第43回教育講演会「あのね
…」

福岡県教職員組合久留
米支部

石橋文化センター共
同ホール

後援
生涯学習推
進課

28
平成31年2月17日（日）
10:30～12:00

子供倫理塾 家庭倫理の会久留米市 えーるピア久留米 後援
生涯学習推
進課

29
平成31年3月9日（土）
18:00～19:30

財団設立30周年記念事業
えーるピアセミナー

公益財団法人久留米市
生きがい健康づくり財団

えーるピア久留米
視聴覚ホール

後援★
生涯学習推
進課

30
平成31年3月30日（土）
～3月31日（日）
各10:00～19:00

華道家元池坊　久留米支
部花展

華道家元池坊久留米支
部

久留米シティプラザ
展示室1･2･3

後援
生涯学習推
進課

31
平成31年4月14日（日）
13:30～15:30

劇団カッパ座公演 甘木カッパ友の会
ピーポート甘木　大
ホール

後援
生涯学習推
進課



                                                 
 

 

久留米市立図書館及び視聴覚ライブラリー 

の特別整理期間に伴う休館日の設定について 
 

１ 内容   

図書館及び視聴覚ライブラリー資料の蔵書点検のため、毎年定例的に行っている規

則上の休館日（特別整理期間）を設けるもの。なお、市民がいずれかの図書館で利用

ができるように、館ごとに異なった蔵書点検の期間及び休館日を設定する。 

 

２ 蔵書点検の目的 

蔵書全体を図書目録と照合し，蔵書の現状や紛失資料の有無を調査し、３年間紛失

状態が継続した図書資料を除籍し、目録を整備する。あわせて図書館の蔵書の正しい

所在や蔵書の現況を確かめるため日本十進分類法などに基づき正しい配列が成されて

いるかを確認する。 

 

３ 蔵書点検の期間   

図書館名 期間 

三潴図書館 平成３１年１月１４日（月）～1月１９日（土） 

中央図書館 

視聴覚ライブラリー 
平成３１年１月２１日（月）～１月３１日（木） 

田主丸図書館 平成３１年２月 ４日（月）～２月 ９日（土) 

城島図書館 平成３１年２月１１日（月）～２月１７日（日） 

北野図書館 平成３１年２月２５日（月）～３月 ２日（土） 

 

（参考）関連図書施設 

六ツ門図書館 平成３１年２月１８日（月）～２月２３日（土） 

男女平等推進センター 

図書情報ステーション 
平成３１年３月 ４日（月）～３月 ８日（金） 

市民センター多目的棟 

筑邦図書室 
平成３１年３月 ２日（土）～３月 ７日（木） 

市民センター多目的棟 

耳納図書室 
平成３１年３月 ９日（土）～３月１４日（木) 

くるるん図書コーナー 休館日は設けない 

 

４ 公示期間 

平成３０年１２月４日～平成３１年３月１４日（関係施設終了まで） 

 

５ 利用者への周知等 

 （１）広報くるめ１月１日号掲載・ホームページ掲載 

 （２）図書館ポスター掲示 

 （３）ホームページ等での掲載 

教育委員会資料 

市民文化部中央図書館 

平成３０年１１月３０日 
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 （４）窓口でのチラシ配布  など  

●久留米市立図書館条例施行規則 

（休館日） 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日（中央図書館について、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に

当たる場合は除く。） 

(2) 年末年始（１２月２８日から１月４日までの日） 

(3) 館内整理日（毎月第４木曜日） 

(4) 特別整理期間 

２ 中央図書館長が特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、教育長の承認

を得て臨時に休館し、又は開館することができる。この場合において久留米市教育委員会

（以下「委員会」という。）は、あらかじめその日時を公示するものとする。 

３ 前項後段の規定は、第１項第４号の期間を定める場合に準用する。 

（平１８教規則２・平２１教規則２・平２２教規則１２・平２３教規則５・一部改正） 

 
 
●久留米市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則 

（休館日） 

第５条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

に当たる場合は除く。） 

(2) 年末年始（１２月２８日から１月４日までの日） 

(3) 館内整理日（毎月第４木曜日） 

(4) 特別整理期間 

２ 館長は、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て

臨時に休館又は開館することができる。この場合において教育委員会（以下「委員会」とい

う。）は、あらかじめその日時を公示するものとする。 

３ 前項後段の規定は、第１項第４号の期間を定める場合に準用する。 

（昭５４教規則１・昭５７教規則２・平元教規則４・平２教規則３・一部改正、平１７教規則

１３・旧第４条繰下・一部改正、平１８教規則３・平２１教規則３・一部改正） 
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スポーツ大会成績優秀者個人・団体の報告について 

 

スポーツ大会において全国大会出場以上等の成績を収めた個人又は団体に 
ついて、次のとおりお知らせいたします。 
 
１ アジア大会出場 

大 会 名：アジアベンチプレス選手権大会 
日  程：平成３０年９月１８日（月）～２４日（日） 
場  所：ドバイ（アラブ首長国連邦） 
結  果：〇木村 淳（トレーニングスタジオコア） 

５９kg 級 優勝 
〇古賀 宏和（ＢＥＡＳＴ ＧＹＭ） 

１２０kg 級 準優勝 
 
２ 全国大会出場 

（１）久留米工業高等専門学校 

大 会 名：第５３回全国高等専門学校体育大会  

競技 日程 場所 成績 

女子バレーボール 8/25(土)～26(日) 久留米アリーナ 
優勝 

（3年連続 3回目） 

硬式野球 8/21(火)～23(木) 
都城運動公園 

野球場他１会場 

準優勝 

（2年連続 2回目） 

 

 

（２）大 会 名：第１５回全国小学生学年別柔道大会  

日  程：平成３０年８月２６日（日） 

場  所：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（山口県） 

    結  果：〇大塚 翔稀（大善寺小６年生） 

６年生女子・４５ｋｇ級 優勝 （２年連続） 

         〇秋吉 航輔（弓削小６年生） 

６年生男子・５０ｋｇ級 準優勝（２年連続） 

教 育 委 員 会 資 料 
平成３０年１１月３０日 
市民文化部体育スポーツ課 
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１ 暴力行為について

(1) 発生件数及び発生率（1,000人あたりの発生件数）

発生件数 合計 発生率 合計

6 0.4

96 11.8

73 0.3

940 6.6

11,283 1.7

34,704 10.7

16 1.0

104 12.8

139 0.5

728 5.2

16,835 2.6

31,878 10.0

13 0.8

89 11.5

228 0.8

829 6.3

22,246 3.5

28,908 9.2

18 1.1

78 10.3

278 1.0

847 6.6

27,785 4.4

27,511 8.9

(2) 暴力行為の状況別の発生件数

対教師
暴力

児童生徒
間暴力

対人
暴力

器物
損壊

合計

市 25 58 0 19 102

県 190 644 27 152 1,013

国 8,191 26,715 1,125 9,956 45,987

市 11 85 1 23 120

県 142 558 25 142 867

国 7,665 30,344 1,100 9,604 48,713

市 22 60 0 20 102

県 170 691 14 182 1,057

国 7,454 33,735 1,077 9,040 51,306

市 11 63 0 22 96

県 184 790 13 138 1,125

国 8,066 37,013 1,004 9,124 55,207

学校種

H26

市 102

定 例 教 育 委 員 会 資 料
平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日
教 育 部 学 校 教 育 課

平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査結果について

2.6

区分

H27

市
小学校

県

国

4.9120

867

中学校

小学校

中学校

中学校

県

国
小学校

中学校

4.2

区分

55,296 5.9

1,057

2.8

48,713

2.1

5.1

小学校

H29

中学校

中学校

小学校

小学校

中学校
市

県

中学校

中学校

小学校

51,154

H28

H28

102

小学校

4.0
小学校

国

1,125

4.7

中学校

小学校
4.2

2.5

45,987

1,013
小学校

中学校

H26

H27

県

5.4

中学校

小学校

96

H29

市

国

1,000人あたりの発生件数の推移

4.2

4.9

4.2

4.0

2.5

2.1

2.6

2.8

4.7

5.1

5.4

5.9

1

2

3

4

5

6

7

26年度 27年度 28年度 29年度

25

58

19

11

85

1
23

22

60

20

11

63

22

0

20
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60

80

100

120

26年度 27年度 28年度 29年度

久留米市における暴力行為の状況別の発生件数

対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊

計102 計120 計102

国

久留米市

県

計96
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２　いじめについて

(1) いじめ認知件数及び認知率（1,000人あたりの認知件数）
認知
件数

合計 認知率 合計

933 56.9

66 8.1

2,594 9.6

868 6.5

121,635 18.8

51,200 15.8

538 33.0

121 14.9

1,775 6.5

888 6.7

150,038 23.3

57,032 17.8

591 35.9

125 16.1

3,231 11.8

1,467 11.2

234,333 36.8

68,291 21.7

795 47.6

162 21.4

6,366 23.1

2,079 16.1

311,322 49.0

77,137 25.0

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

49.1 47.9 67.5 66.3 61.5 65.7

11.5 6.2 11.7 11.2 14.3 13.1

22.0 9.3 23.6 15.2 23.2 14.5

5.0 17.0 3.1 9.9 6.3 4.4

1.1 0.5 0.9 1.0 1.1 1.1

3.1 7.2 4.0 5.9 5.8 6.0

2.3 4.6 5.2 5.9 7.8 6.7

0.4 4.1 1.2 6.3 1.1 7.9

5.5 3.1 4.4 5.2 1.9 3.6

中学校

小学校

27.0
小学校

172,835 17.8

学校種

中学校

40.7999

3,462

区分

中学校

県
小学校

小学校

市
小学校

中学校

H26

国

市

8.6

H27

中学校
207,070

小学校

659

2,663
中学校

6.6

20.9

県

8,445

中学校
11.6

21.5

小学校

国

国

国

いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

金品をたかられる

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

仲間はずれ、集団による無視をされる

H29

市
小学校

その他

区分

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる

29.6

302,624

小学校

小学校
4,698

716

中学校

中学校

39.5

H28

小学校
388,459

県
小学校

中学校

957

県

国

市

県

31.8

(3) いじめの態様別の割合（％）

市

中学校

中学校

41.2

(2) いじめの解消率（認知件数に対する解消件数の割合）の推移（％）

※ 認知件数に対する割合で複数回答可

1,000人あたりの認知件数の推移

40.7

27

29.6

39.5

8.6
6.6

11.6

20.9

17.8

21.5

31.8

41.2
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国
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　(1)　不登校児童生徒数及び割合（1,000人あたりの不登校児童生徒数）

合計 合計

　(2)　久留米市における学年別の不登校の状況

人数

1

2

2

6

9

18

60

79

79

11.5

11.3

12.7

4,006

121,881

4,088

小学校

小学校

5,181

1,076

256

98,956

2.3

4.3

30.5

4.0

29.5

2.5

29.1

12.4

10.6

中学校 28.9

139,027
5.5

4,177

中学校

28.8

中学校 226

割合

29.5

4.0
12.2

3.7

30.0

2.5

12.6

13.6

32.4

4.7

31.4

３　不登校について

282

5,072

市
小学校

122,902

277

国

94,548

中学校

中学校

小学校

236

県

県

33

中学校

H26

市
小学校

27,333

97,036

中学校 241

998

H27

区分

県

学校種

41

小学校

小学校

国
小学校

国

不登校数

小学校

中学校 4,074

41

25,866

1,093

1,299

中学校

H29

市
38

県
小学校

小学校 34,732

中学校

中学校 104,295

29.2
259

2.0
10.7

中１

H28 12.6

市

小学校

国 14.7

30.6

33.8

129,131
30,175 4.7

5,082
3.9

5,476

218

中学校
13.5

中２

中３

学年

小１

小２

小３

小４

小５

小６

1,000人あたりの不登校児童生徒数

11.5
11.3

10.7
10.6
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12.4

12.6
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12.2
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久留米市

国

県

学年別の不登校の状況（人）
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(3) 不登校の要因

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

0.0 0.0 1.0 0.5 0.7 0.4

17.8 28.4 17.9 29.4 18.9 28.4

8.9 1.7 4.6 3.5 4.0 2.3

22.2 16.3 15.1 22.1 14.0 21.8

2.2 12.5 1.2 7.9 1.0 4.8

0.0 3.8 0.4 3.4 0.2 2.7

0.0 7.3 3.4 8.2 0.2 3.6

4.4 7.6 5.5 9.4 3.9 6.8

44.4 22.5 59.8 35.3 54.2 31.2

18.4 24.8 16.0 19.1 12.5 17.6

2.6 13.3 1.2 8.4 0.8 5.1

34.2 35.3 25.6 29.6 27.8 31.0

31.6 19.7 30.0 25.5 36.8 31.8

13.2 6.9 27.1 17.4 22.1 14.4

(4) 不登校からの復帰者（登校できるようになった者又は登校日数が増えた者）の状況

人数

割合

人数

割合

人数

割合

H29

90

36.8% 46.7%

22

121

37.6%45.1%

19 8

102 82

H27

入学、転編入学、進級時の不適応

家庭に係る状況

学
校
に
係
る
状
況

進路にかかる不安

学業の不振

「不安」の傾向がある

「その他」

21.1%

県

H28

本
人
に
係
る
状
況

53.7%

年度

合計

80

102

小学校

中学校
33.9%

「学校における人間関係」に課題を抱えている

クラブ活動、部活動への不適応

「あそび・非行」の傾向がある

「無気力」の傾向がある

学校のきまり等をめぐる問題

教職員との関係をめぐる問題

区分
市 国

いじめ

いじめを除く友人関係をめぐる問題

（表中の下段は、不登校の人数に占める復帰者の割合）

35.2%

H26

23

56.1%

117

48.5%

140

49.6%

57.6%
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久留米市学力の保障と向上に関する委員会の設置について 

 

１ 背景 

久留米市では、第３期久留米市教育改革プランの重点に「わかる授業～学力の保

障と向上」を掲げ、各種施策に取り組んでいるものの、同プランに掲げる評価指標

（全国学力・学習状況調査結果で全国平均を超える、授業がわかると答える児童生

徒の割合や学校に行くのが楽しいと答える児童生徒の割合が全国平均を超える等）

に、ほぼ至っていない。 

 

２ 趣旨 

久留米市の児童生徒の学力の保障と向上に関し、多角的かつ専門的な視点から、

学校経営・職員マネジメント・授業づくり・施策のあり方などについて、幅広く提

言をいただく委員会を設置する。 

 

３ 委員会の位置付け 

教育部の検討組織とし、教育に関して優れた識見を有する者に委嘱する。 

 

４ 委員の構成 

 

５ 事務局 

委員会の庶務は、教育部学校教育課で行う。 

 

番号 区分 備考 

1 学識 大学より 

2 学識 市立高校より 

3 福祉 スクールソーシャルワーク等の立場より 

4 民間 学習塾等より 

5 民間 情報技術を活用した学習（e-learning）の分野より 

6 民間 学校等を支援する実践の立場より 

7 小学校 小学校校長会より 

8 中学校 中学校校長会より 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 
平成３０年１１月３０日 
教 育 部 学 校 教 育 課 
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平成３０年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会の成績報告について 

 

 

１ 概要 

平成３０年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会の女子４８㎏級において、

南筑高等学校スポーツキャリアクラス２年の 古賀 若菜（こが わかな）選手が

準優勝という輝かしい成績を収めました。 

 

 

２ 大会概要 

名称 ： 平成３０年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 

主催 ： 公益財団法人全日本柔道連盟 

会場 ： 千葉ポートアリーナ（千葉県千葉市） 

 

 

３ 日程 

平成３０年１１月３日（土）～４日（日） 

  

３日（土） 男子６０kg級・６６kg級・７３kg級・８１kg級 

女子７０kg級・７８kg級・７８kg超級 

 

４日（日） 男子９０kg級・１００kg級・１００kg超級 

 女子４８kg級・５２kg級・５７kg級・６３kg級 

 

 

４ 成績 

女子４８㎏級 準優勝 
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柔道グランドスラム大阪２０１８大会の成績報告について 

 

 

１ 概要 

柔道グランドスラム大阪２０１８大会の女子７８㎏超級において、南筑高等学

校スポーツキャリアクラス３年の 素根 輝（そね あきら）選手が準優勝という

輝かしい成績を収めました。 

 

 

２ 大会概要 

名称 ： グランドスラム大阪２０１８大会 

主催 ： 国際柔道連盟 

会場 ： 丸善インテックアリーナ大阪（大阪府大阪市） 

 

 

３ 日程 

平成３０年１１月２３日（金）～２５日（日） 

 

２３日（金） 男子６０kg級・６６kg級 

       女子４８kg級・５２kg級 

 

２４日（土） 男子７３kg級・８１kg級 

女子５７kg級・６３kg級・７０kg級 

 

  ２５日（日） 男子９０kg級・１００kg級・１００kg超級 

女子・７８kg級・７８kg超級 

 

 

４ 成績 

女子７８㎏超級 準優勝 
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